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第 1章 包括外部監査の概要 

 

第 1 包括外部監査の種類 

 

地方自治法第 252条の37第 1項の規定に基づく包括外部監査 

 

 

第 2 選定した特定の事件（テーマ） 

 

健康・医療・福祉事業の財務事務の執行及び運営に係る管理について 

 

 

第 3 監査対象年度 

 

令和 6年度（ただし、必要に応じて現年度及び過年度も対象とした。） 

 

 

第 4 包括外部監査の実施期間 

 

令和 7年 6月 15日から令和 8年 3月31日まで 
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第 5 テーマの選定理由 

 

豊橋市では、令和 3年度から10年にわたる第 6次総合計画がスタートして

おり、 8つの分野別に、まちづくりの基本となる方針を定めた計画を策定

し、実行している。また、分野別計画として、 8つの分野を定めている。 

8つの分野のうち、「4 健康・医療・福祉」事業以外は、近年、包括外部監

査のテーマとして取り上げられている。一方、「4 健康・医療・福祉」事業の

うち、豊橋市病院事業を除き、主な包括外部監査のテーマとしては取り上げ

られていない。 

 

 

 

        （出典：豊橋市第 6次総合計画） 
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当該事業は、市民にとっても関心の高い領域の 1つであり、以下の 4つの

視点で包括外部監査を実施することは意義があると考えたため、特定の事件

として選定した。 

1 合規性 

  健康・医療・福祉事業にかかる会計経理が法令等に従って適正に処理

されているか、また、関係法令、契約仕様に基づき、適正に業務は履行

されているか 

 

 2 経済性 

  健康・医療・福祉事業にかかる事務・事業の遂行及び予算の執行が、

より少ない費用で実施できたか 

 

 3 効率性 

  健康・医療・福祉事業について、同じ費用でより大きな成果が得られ

なかったか、あるいは費用との対比で最大限の成果を得たか 

 

 4 有効性 

  健康・医療・福祉事業にかかる事務・事業の遂行が、所期の目的を

達成したか、また、効果をあげたか 
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第 6 包括外部監査人及び補助者 

 

区分 氏名 資格等 

包括外部監査人 北川 裕和 公認会計士 

補助者 家田 敏明 公認会計士 税理士 

補助者 大西 研一 弁護士 公認会計士 社会保険労務士 

補助者 鈴木 猛史 公認会計士 

補助者 蘆澤 春奈 公認会計士 基本情報技術者 

補助者 藤井 卓 公認情報システム監査人 

システム監査技術者 

補助者 森本 憲和 公認会計士 

補助者 森山 京亮 公認会計士 

補助者 大澤 令嗣 公認会計士 

補助者 近田 淳 公認会計士 

補助者 小瀧 賢人 日本公認会計士協会準会員 

補助者 千野 泰子 日本公認会計士協会準会員 

補助者 村松 真希 アシスタント 

 

 

第 7 利害関係 

 

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252条の29の規定に

より記載すべき利害関係はない。 
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第 2章 健康・医療・福祉事業の概要 

 

第 1 豊橋市の人口見通し 

 

豊橋市の人口は2010（平成22）年に376,665人でピークとなり、市制が施行

された1906（明治39）年から100 年余りでおよそ10倍にまで増加したが、そ

の後 5年間で1,900人減少して2015（平成27）年には374,765人となり、2025

（令和 7）年 8月 1日時点では364,434人となった。 

また、豊橋市の自然動態や社会動態といった人口変動の状況を踏まえ、第 

6次豊橋市総合計画においては、その最終年である2030（令和12）年に

359,000 人まで減少する見込みとなっている。 

生産年齢人口と年少人口の減少は進んでおり、特に生産年齢人口は急速に

減少していく。生産年齢人口の減少は年少人口の減少にも直結し、また、地

域経済や行政サービスの維持にも大きな影響を与える。 

人口減少社会に適応した持続可能なまちづくりを進めていくためにも、雇

用環境の整備や子育て支援など生産年齢人口が働き、子育てしやすい環境整

備を引き続き進めていく必要がある。また地域経済の維持や成長に向けて、

イノベーションのほか、リスキリングなどの労働生産性を高めていく取り組

みが必要となる（豊橋市政策研究レター vol. 8）。 
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第 2 総合計画 

 

1 総合計画とは 

総合計画は、社会情勢や国の政策を踏まえた将来展望のもとに、自主的か

つ総合的なまちづくりを計画的に進めるため、まちづくりの長期的な目標か

ら具体的な事業計画までを明らかにするものである。 

 

2 構成 

総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の 3つで構成されている。 

 

○基本構想 

将来目標として豊橋市が目指すまちの姿と、その実現に向けたまちづくり

の基本的な考え方を明らかにするものであり、2021（令和 3）年度から 10年

後にあたる2030（令和12）年度を目標年次としている。 

 

○基本計画 

基本構想に基づき、まちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、政策

ごとの取り組みの基本方針（分野別計画）や、戦略的な施策（まちづくり戦

略）を明らかにするものである。なお、まちづくり戦略は、第 2期豊橋市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略と一体のものとなる。 

2021（令和 3）年度から2025（令和 7）年度までの 5年間を計画期間とし

ている。 

 

○実施計画 

基本計画の取り組みの基本方針に基づいて、具体的な事業計画を明らかに

するものである。 

計画期間を 3年間とし、毎年度見直すことで実効性を担保している。 
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3 基本構想 

豊橋市では、以下の基本構想を策定している。 

基本構想とは、私たちが目指すまちの姿とその実現に向けたまちづくり

の基本的な考え方を明らかにするものである。豊橋市では、1970（昭和

45）年に第 1次豊橋市基本構想を策定し、以降 5期、半世紀にわたり長期

的なまちづくりの方針を示す本基本構想（総合計画）に基づき、総合的か

つ計画的なまちづくりを進めてきた。 

2011（平成23）年に地方自治法が改正され、それまで地方自治体に対し

て一律に義務付けられていた基本構想の策定が、それぞれの自主的な判断

に委ねられることとなった。しかしながら、豊橋市では基本構想を策定す

ることの意義を重んじ、地方自治法第96条第 2項の規定に基づく「豊橋市

議会の議決すべき事件に関する条例」の趣旨に鑑み、議会の議決を経て基

本構想を策定することとした。 

目まぐるしく変化し続ける社会状況において、豊橋市が真に市民の負託

に応え、適切な地域社会の任を果たすためには、将来を見通したまちづく

りの方向性をしっかり示すことが重要である。このため、2030（令和12）

年度を目標年次とする新たな基本構想を策定する。 
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(1) まちづくりの基本理念 

豊橋市では、まちづくりの基本理念として、以下を策定している。 

『私たちがつくる 未来をつくる』 

新型コロナウイルスの感染拡大によって、私たちの暮らしはかつてない

ほど大きな変化を迫られることとなった。これまでの常識や手法が通用し

ないことを十分覚悟し、従来の仕組みに固執することなく、新しい時代の

流れに呼応しながら未来に向かって新たな一歩を踏み出す。その歩みを止

めることのないよう、未来へとまなざしを向け、人を育て、ともにまちを

つくり、次代へとつないでいく。いま私たちに求められるのは、未来を描

いて切り拓くという強い気持ち、そして互いを信頼し思いやる気持ちと共

感力を持って、具体的な行動に打って出ることだと考える。 

国連が提唱し2030（令和12）年を目標年次とする持続可能な開発目標

（SDGs）が注目されている。SDGs は世界が抱えるさまざまな課題を解決

し、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、私たち一人ひとりが、その

一翼を担うことが求められている。SDGs に込められたメッセージは、地域

社会を支えるまちづくりにも通じており、幾多の困難に打ち勝つ上で私た

ちがすべからく規範としたい考え方である。 

とどまることのない少子高齢化の進行、感染症のパンデミックや自然災

害をはじめとしたさまざまな危機事案の脅威など、私たちの目前にはさま

ざまな困難が立ちはだかり、先行きを見通すことが非常に厳しい現実を迎

えている。こんな時だからこそ、互いを信じる心を忘れずに、まちづくり

に対する想いをみんなで共有し、育み、個々人の行動につなげていくこと

が大切だと考える。 

まちづくりの主役はまぎれもなく私たち一人ひとりである。みんながま

ちづくりを自分事として考え、主体的に、そしてさまざまなパートナーと

ともに活動していくことで、夢と希望に満ちあふれる未来が切り拓かれて

いくに違いない。先人たちの想いとたゆまぬ努力によって築き上げてきた

私たちのまち豊橋を次の世代につなぐため、『私たちがつくる 未来をつく
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る』を念頭に、新しい時代に対応した未来の豊橋をみんなで創造する。 

 

 

(2) 目指すまちの姿 

豊橋市では、目指すまちの姿として、以下を策定している。 

『未来を担う 人を育むまち・豊橋』 

多くの人から選ばれ、住みたいと感じてもらえる魅力的なまちは、そこ

に暮らす、あるいは関わる人たちによってつくられ、その想いとともに後

世へと引き継がれていく。このため、私たち一人ひとりが、わがまちを愛

し、故郷を誇りに想う気持ちを培うとともに、教育や産業、福祉、芸術文

化など、さまざまな分野で主体的に行動を起こすことのできる人材を、豊

橋市に関わる人たちみんなで育んでいく。そして、成長した人々が豊橋市

を舞台に、あるいは全国や世界に活動を広げるとともに、こうした活躍す

る人々を豊橋市の誇りに感じ、みんなで応援していくことで、豊橋市なら

ではのにぎわいと活気が生み出され、さらなるまちの発展につながってい

く。 

まちづくりにおいて最も大切なことは、人を育むことである。人がまち

をつくり、にぎわいと活気が生まれ、そのエネルギーでさらに多くの人々

が引き寄せられる。まさに人づくりは、まちづくりの土台となるもので、

人とまちがともに未来へと成長をし続けている姿こそ、私たちが目指すも

のである。 

人づくりを土台とした私たちが目指すまちの姿は、多様な分野に及んで

おり、各分野の理想の姿を明確に示すため、次の 8つを掲げる。目指すま

ちの姿の実現には、さまざまな困難が想定されるが、これまでの概念にと

らわれることなく新たな発想や手法を積極的に取り入れながら、多様な主

体とのパートナーシップのもと、その実現を目指す。 
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4 基本計画 

豊橋市では、基本計画として、以下を策定している。 

基本計画は、基本構想に基づき、まちづくりを総合的かつ計画的に推進す

るため、第 6次総合計画（2021（令和 3）年度から2030（令和12）年度ま

で）の前期 5年間（2021（令和 3）年度から2025（令和 7）年度まで）に

おける、政策ごとの取り組みの基本方針（分野別計画）と戦略的な施策

（まちづくり戦略）を明らかにするもので、豊橋市の総合的な行政運営の

基本となるものである。また、まちづくり戦略は、人口減少対策に主眼を

置く第 2期豊橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略と一体のものである。 

人口減少や少子高齢社会の進行など、豊橋市を取り巻く社会環境が時代と

ともに変わりゆく中、目指すまちの姿の実現に向けて、多様化する行政課

題への対応とともに市民一人ひとりの想いを行動へといざない、これまで

以上に市民と一体となってまちづくりを進めていくとしている。 

分野別計画は、総合的かつ計画的な行政運営をもって基本構想に掲げる目

指すまちの姿の実現を図るため、分野別に整理した「政策」ごとに、「取り

組みの基本方針」や「未来をつくる みんなのアクション」などを明らかに

するものであり、 8つの分野は、基本構想で掲げた 8つの目指すまちの姿

に該当している。 

 

(1) 分野別計画 

（※ 今年度のテーマである『健康・医療・福祉』事業に関連するもの） 

  4.みんなで支え合い、笑顔で健やかに暮らせるまち  

私たち一人ひとりの健康で生きがいを感じる暮らしを下支えする、充実

した健康・福祉のサービス体制を整えるとともに、隣近所や身近な地域で

の支え合い、助け合いといった地域の絆を育む。また、保健所や東三河の

中核病院である豊橋市民病院を有する利点を生かし、地域医療体制を強化

するとともに多様化する医療ニーズに適切に対応し、感染症まん延や大規

模自然災害時などの緊急事態においても安心の保健医療を提供するなど、
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誰一人として社会から孤立することなく、いつまでも健やかに暮らし続け

ることのできるまちを目指す。 

 

【実現するための政策】 

ア 健康づくりの推進 

市民一人ひとりが健康の大切さを認識し、生涯を通じて自発的な健康づ

くりに取り組み、市民が健やかで幸せに暮らすことができる社会を目指

す。 

政策の進捗や成果をはかるための指標 
現況値 

【2019年
度】 

目標値 
【2025年

度】 

糖尿病の有病者の割合 13.9% 維持 

同居家族の喫煙率(4か月児の父親、母親) 29.8% 20% 

産後、退院してから1か月程度、助産師や

保健師等から十分なケアを受けた産婦の割

合 

88.6% 95% 

 

取り組みの基本方針 

① 健康的な暮らしの支援 

市民の自発的な健康づくりが活発になるよう、健康に関心のある層だけ

でなく、市民一人ひとりが気軽に健康づくりに取り組むことができる機会

の提供と継続できる環境の整備を図る。 

 

② たばこ対策の推進 

望まない受動喫煙が生じないよう、正しい知識の普及や受動喫煙を防止

するための環境づくりを進めるとともに、禁煙希望者への支援に取り組

む。 

 

③ 疾病の予防対策の推進 
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疾病の早期発見、早期治療のため、がん検診や各種健（検）診の受診を

促すとともに、生活習慣改善に向けた支援や重症化の予防を推進する。 

また、心身ともに健康で過ごせるよう、こころの健康や難病等に起因す

る本人及び家族の不安解消を図るとともに、身近な場所で気づき、支える

担い手の育成に取り組む。 

 

④ 感染症対策の推進 

感染症のまん延を防ぐため、予防接種、市民の不安への相談対応、発生

動向の把握分析、感染症の検査などを推進し、健康危機管理体制の充実を

図る。 

また、新型コロナウイルスなどによる新たな感染症の発生に伴う医療崩

壊を防ぐため、医療機関との連携体制を強化する。 

 

⑤ 母子保健の推進 

希望する誰もが安心して妊娠、出産し、子どもを健やかに育てることが

できるよう、妊よう性や不妊への理解を促すとともに、各種健康診査や相

談窓口等の充実を図る。 

また、産前・産後サポートの充実や地域に根差した切れ目のない支援体

制の構築に取り組む。 

 

イ 医療の充実 

必要なときに適切な医療が受けられるよう、かかりつけ医や在宅医療へ

の理解を深めるとともに、質の高い持続可能な保健医療を提供する。 

政策の進捗や成果をはかるための指標 
現況値 

【2019年
度】 

目標値 
【2025年

度】 

豊橋市民病院の患者紹介率 81.9% 84% 

豊橋市民病院の患者逆紹介率 85.5% 89% 

豊橋市民病院のロボット手術件数 267件 450件 
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取り組みの基本方針 

① 保健医療体制の充実 

必要なときに安心して医療が受けられるよう、かかりつけ医の推奨など

適正受診の普及啓発を図る。また、地域の医療機関の役割分担と連携を強

化し、在宅医療を推進するとともに、新たな感染症による医療崩壊を防ぐ

ための保健医療体制を整える。 

 

② 災害時医療体制の充実 

災害時における臨時救護基幹センター及び応急救護所の判断力と実践力

の向上を図るため、三師会や災害拠点病院をはじめとする医療機関との連

携を強化する。また、災害時の健康危機に対する保健衛生活動体制を整備

する。 

 

③ 公的医療保険制度の円滑な運営 

市民が安心して医療を受けられるよう、国民健康保険及び後期高齢者医

療制度を円滑に運営する。また、国民健康保険の広域化を推進するなど効

率化を進め、制度の安定を図る。 

 

④ 市民病院の充実 

東三河の地域医療を支える中核病院として、地域に信頼される病院を目

指し、救急医療、高度専門医療などの急性期医療を充実するとともに、地

域の医療機関等との連携を一層強化する。 

また、新型コロナウイルスなどによる感染症が発生しても安全・安心で

質の高い医療を継続して提供できるよう、医療体制を強化する。 

 

ウ 地域福祉の充実 

行政や福祉事業者が提供するサービスだけでなく、地域で暮らす住民同
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士の支え合いにより、地域の課題に取り組み、すべての人がいきいきと暮

らせる地域社会の実現を目指す。 

政策の進捗や成果をはかるための指標 
現況値 

【2019年
度】 

目標値 
【2025年

度】 

相談支援包括化推進員による複合的な課題

への対応ケース数 

－*9 50 ケース 

避難行動要支援者登録台帳への新規登録者

数（累計） ※2021 年度以降 

－ 

（165 人/年） 

900 人 

成年後見支援センターの相談件数 454 件 500 件 

*9）参考：2020 年 4月から 9月までの実績値＝14 ケース 

 

取り組みの基本方針 

① 地域福祉活動の推進 

地域全体で支え合いながら、いきいきと暮らせる地域づくりを推進する

ため、ボランティアなどの地域福祉の担い手となる人材の育成や、住民が

地域の課題を自ら把握して解決を試みる活動及びその体制づくりを支援す

る。また、福祉制度の狭間や複合的な課題への対応に向けた相談支援体制

や、避難行動要支援者への支援体制の充実を図る。 

 

② 暮らしを支える福祉サービスの充実 

住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、高齢者、障害者などさまざま

な人が必要な支援を受けることができる環境を整備する。 

また、福祉サービスの質を確保するため、社会福祉法人や施設等の指導

監査を東三河広域連合と連携して実施する。 

 

エ 高齢者福祉・介護保険の充実 

すべての高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、地域住

民、事業者、行政が一体となって、互いに支え合う地域づくりを推進す
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る。 

政策の進捗や成果をはかるための指標 
現況値 

【2019年
度】 

目標値 
【2025年

度】 

介護予防の運動に取り組むグループ数 36グループ 72グループ 

認知症サポーター養成講座延べ受講者数 41,189人 58,000人 

支え合い活動登録団体 26団体 74団体 

 

取り組みの基本方針 

① 高齢者の活躍の機会拡大と介護予防の推進 

高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるよう、就労や地域活動など高

齢者の活躍の機会を拡げる。また、加齢に伴う虚弱状態であるフレイルへ

の対策や、介護予防のための知識の普及や自主活動への支援に取り組む。 

 

② お互いさまのまちづくりの推進 

高齢者が地域とのつながりを持って心豊かに暮らせるよう、地域住民な

どが主体となった支え合い活動の普及拡大を図る。 

 

③ 認知症高齢者支援の推進 

認知症の方が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、認知症の正し

い知識を普及啓発し、認知症の方の意思が尊重され多様な役割を担える地

域づくりを推進するとともに、認知症の早期発見、早期対応のための体制

づくりや家族への支援に取り組む。 

 

④ 高齢者の生活支援サービスの充実 

高齢者が安心して生活できるよう、地域ぐるみで高齢者を見守るための

ネットワークを強化する。 

また、高齢者虐待の早期発見、早期対応を図るとともに、充実した生活

支援サービスを提供する。 
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⑤ 在宅医療・介護連携の推進 

高齢者が医療と介護の両方のサービスを切れ目なく受けられるよう、東

三河ほいっぷネットワークを用いた情報共有や在宅医療サポートセンター

の運営などにより、在宅医療と介護の連携強化に取り組む。 

 

⑥ 介護保険サービスの充実と介護保険制度の円滑な運営 

高齢者が尊厳を保ちながら日常生活を営むことができるよう、東三河広

域連合と連携して、質の高く充実した介護保険サービスの提供を行い、介

護保険制度を円滑に運営する。 

 

オ 障害者（児）福祉の充実 

市民、事業者、関係団体、行政が障害に対する理解を深め、一体となっ

て障害者(児)を支援することにより、地域における自立と社会参加を進め

る。 

政策の進捗や成果をはかるための指標 
現況値 

【2019年
度】 

目標値 
【2025年

度】 

福祉施設から一般就労への移行者数 81人 110人 

手話通訳者、要約筆記者の派遣件数 1,166件 1,300件 

こども発達センター重症心身障害児（者）

通園者数 

555人 1,200人 

 

取り組みの基本方針 

① 障害者（児）の自立と社会参加の促進 

障害者（児）が自立して生活できるよう、相談支援体制や就労支援体

制、障害福祉サービス、コミュニケーション手段の充実などにより、障害

のある人とない人との相互理解を促進する。 

また、医療的ケアを必要とする障害者（児）への支援を推進する。 
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② 療育支援の推進 

障害の早期発見と適切な療育を行うため、保健、医療、福祉、教育など

の関係機関と連携した総合的な療育支援を推進するとともに、高山学園の

児童発達支援センター機能やこども発達センターの専門性を生かした療育

支援体制の強化を図る。 

 

③ 円滑な医療費の助成 

障害者（児）が安心して継続的に医療を受けることができるよう、本人

が負担する医療費への助成を行う。 

 

カ 生活自立の支援 

生活に困っている方の状況に応じて支援を行い、経済的自立だけでなく

生活面や健康面での自立を目指す。 

政策の進捗や成果をはかるための指標 
現況値 

【2019年
度】 

目標値 
【2025年

度】 

求職活動を行っている生活保護者の庁内 

ハローワーク窓口の利用率 

33.5% 50% 

生活困窮者の就労自立者数 72人 100人 

生活保護者の健康診査受診者数 29人 60人 

 

取り組みの基本方針 

① 生活保護者への継続的な自立支援 

生活保護者がそれぞれの状況に応じて自立した生活を送ることができる

よう、就労や健康管理のための支援制度の利用を促すとともに、地域社会

とのつながりを持つための支援を継続的に行う。 
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② 生活困窮者に対する包括的な自立支援 

生活困窮者が安定した生活を送ることができるよう、個々の状況に応じ

た自立支援計画を策定するなど、庁内外の関係機関と連携した包括的支援

に取り組む。 

 

(2) 基本計画推進のために 

 

基本計画に掲げる政策を総合的かつ計画的に推進するため、『私たちがつ

くる未来をつくる』という基本理念のもと、SDGs の目標を踏まえ、率先し

て事業を展開する。また、これを支える行財政運営等の方針を以下に示し

ている。 

 

ア 時代の要請に応える『行政運営』 

地方自治体を取り巻く環境は刻々と変化を続け、行政課題もまた多様化

し、複雑で高度なものとなっている。変革が求められる時代の中、社会ニ

ーズを的確にとらえて対応することができ、また先駆的な取り組みにも果

敢に挑戦することのできる人材を育成するとともに、多彩な経験を持つ人

材の確保を図る。あわせて、こうした人材が能力を最大限発揮して活躍す

ることができる風通しのよい組織風土と、新たな行政課題に迅速で機動的

に対応できる組織体制をつくる。 

また、人口減少の局面にあって財源や人員が限られる中、環境の変化に

対応しながらサービス水準を維持し、市民の立場に寄り添った親切で便利

な行政サービスを提供するため、生産性の向上が期待される組織全体の働

き方改革やDX 等を積極的に進める。さらに、市民に信頼される組織となる

よう、地域の声に積極的に耳を傾けるとともに、さまざまな媒体を活用

し、市民にとって分かりやすい情報発信を心がける。 
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イ 規律ある持続可能な『財政運営』 

豊橋市における長期的な生産年齢人口の減少に加え、新型コロナウイル

ス感染症まん延の影響による世界的な経済活動の低迷などを背景に、市税

収入等の落ち込みが懸念されており、今後ますます厳しい財政運営を強い

られることが見込まれる。戦略的かつ効率的な事業の選択と財源の配分を

推進するとともに、事業の見直しによる歳出抑制と経常的な歳入確保を徹

底し、健全で不測の事態にも備えのある持続可能な財政構造の保持を図

る。 

また、既存の公共施設等の多くが老朽化しており、更新や維持管理等に

係る経費は今後、大幅に増加することが予測される。将来にわたる財政負

担の軽減と平準化に向けて、公共施設等の計画的な保全による長寿命化や

更新を進めるとともに、施設需要の変化を的確にとらえて必要性と有効性

を勘案する中で、公共施設等の統合や廃止による保有量の削減にも取り組

み最適化を図る。 

 

ウ 多彩な主体と築く『パートナーシップ』 

急速に変化する社会情勢や多様化する市民ニーズのすべてに行政のみで

対応することは難しく、元気で持続可能なまちを創るには、これまで以上

に市民や事業者と協働したまちづくりを推進する必要がある。地域コミュ

ニティや市民活動団体との連携をさらに強固なものとし、年齢や性別、国

籍などによらず、あらゆる市民が活躍することができる機会を創出すると

ともに、民間企業の柔軟な発想や優れた技術力、地元大学の専門性、金融

機関の持つ知見などを生かし、産学官金が一体となって、まち・ひと・し

ごとの創生を推進する。 

また、豊橋市を含む東三河地域や三遠南信地域には、歴史的、社会的、

経済的つながりを背景とした強固な連携体制が備わっている。県内でも人

口減少が急速に進んでいる東三河地域の住民サービスを高い水準で保つた

め、東三河県庁や東三河広域経済連合会等との連携をさらに深めるととも
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に東三河広域連合を通じて行う取り組みを拡充するほか、三遠南信地域と

いった県境をまたぐ広範囲の連携も含めて、さまざまな分野で魅力と活力

を高めるための取り組みを積極的に推進する。 
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第 3 実施計画（令和 6年度～ 8年度） 

 

1 実施計画とは 

豊橋市では、実施計画として、以下を策定している。 

実施計画とは、基本構想（目標年次：令和12年度）、基本計画（計画期

間：令和 3～ 7年度）とともに豊橋市総合計画を構成するもので、前期基

本計画に示した分野別計画の 8分野38政策及びまちづくり戦略の 4つの個

別戦略を推進するための具体的な事業計画を明らかにするものである。 

この実施計画は、令和 6年度から 8年度までの 3年間を計画期間とす

る。ただし、内容については社会情勢や財政状況の変化への柔軟な対応を

図るため、毎年見直し（ 1年ごとにローリング）を行う。 
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(1) 掲載事業 

第 6次豊橋市総合計画前期基本計画に示した政策及び戦略を推進する上

で特に重要な事業として、今後 3年間（計画期間：令和 6～ 8年度）で実

施を予定するもののうち、下記の要件を満たす事業を掲載している。 

区分 掲載事業 
掲載事業数 

ソフト ハード 合計 

① 政策推進に向けて重要な事業 197 6 203 

② 
全体事業費が 5億円以上の事業 
（国・県・民間などが主体となり、市が
事業費を負担・助成する事業を含む） 

― 44 44 

合計 197 50 247 

 

(2) 分野別計画内訳 

分野名 
政策数 事業数 

 
基本 
方針数 

ソフト ハード 合計 

1 豊かな人間性を備え、未来を
創る人が育つまち 

5 19 41 4 45 

2 活力みなぎり、はつらつと働
けるまち 

4 12 26 8 34 

3 命の安全、心の安心が確保さ
れたまち 

4 13 20 3 23 

4 みんなで支え合い、笑顔で健
やかに暮らせるまち 

6 22 38 1 39 

5 互いを尊重し合い、心豊かに
暮らせるまち 

6 16 19 5 24 

6 魅力にあふれ、いきいきとに
ぎわいあるまち 

4 10 13 3 16 

7 自然と共生し、地球環境を大
切にするまち 

4 12 19 2 21 

8 暮らしの基盤が整った、便利
で快適なまち 

5 18 17 24 41 

その他 ― ― 4 0 4 

合計 38 122 197 50 247 
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(3) まちづくり戦略内訳 

個別戦略名 
基本方
針数 

事業数 

ソフト ハード 合計 

1 活力みなぎる『しごとづくり』 3 37 3 40 

2 選ばれ集う『ひとの流れづくり』 3 51 7 58 

3 笑顔あふれる『子育て・教育環境
づくり』 

3 40 3 43 

4 持続可能で暮らしやすい『都市空
間づくり』 

4 36 15 51 

合計 13 164 28 192 

※まちづくり戦略の事業は分野別計画のいずれかに該当し、複数の基本方

針に該当しているものは再掲している。 

 

2 分野別計画 

記載内容 

No 事業名 概要 
今後3年間

の 
取り組み 

戦略 

ソフト 

分 野 別 計

画 に お け

る 分 野 政

策 並 び に

取 り 組 み

の 基 本 方

針 の 番

号 、 事 業

名 、 担 当

課 室 名 を

記載。 

事業の目的や取り組み内

容を記載。 

今後 3年間

の具体的な

取り組みを

記載してい

る。 
ま ち づ

く り 戦

略 に 位

置 付 け

る 事 業

の 個 別

戦 略 並

び に 施

策 の 基

本 方 針

の 番 号

を 記

載。 

ハード 

(No を

□数字

で 記

載) 

・事業の目的や取り組み

内 容 の ほ か 、「 総 事 業

費」、「整備期間」、「スケ

ジュール」を記載。 

・「総事業費」は、整備期

間内における民間支出分

も含めた費用を記載して

いるが、維持管理費や人

件費は含めていない（た

だし、PFI事業は除く）。 

＊（ ）内は、総事業費

のうち、本市支出分。 

・「整備期間」には、調査

段階や基本設計の期間は

含まれていない。ただ

・ 今 後 ３

年間の具体

的な取り組

みを記 

載。 

・「 事 業

費」には、

今後３年間

で市が支出

する費用を

記載。 
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し、PFI 検討事業は、手

続きの開始から契約終了

までの期間を事業期間と

し、建設整備期間を併

記。 

・「スケジュール」は整備

期間の始まりを左矢印

（←）、終わりを右矢印

（→）で表示。 
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 ４ みんなで支え合い、笑顔で健やかに暮らせるまち 
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3 まちづくり戦略 

記載内容 

分野 No 事業名 課室名 

分 野 別 計

画 に お け

る 該 当 分

野を記載 

分野別計画にお

ける分野ごとの

事業Noを記載 

（ハード事業は

Noを□数字で記

載） 

・分野別計画掲載事業のう

ち、まちづくり戦略に該当

する事業名を記載 

・デジタル田園都市国家構

想に係る交付金事業には

「下線」を記載 

担 当 課 室

名を記載 

※まちづくり戦略の事業は分野別計画いずれかに該当し、複数の基本方針

に該当する場合は再掲している。 

 

 4 持続可能で暮らしやすい『都市空間づくり』 

（※ 今年度のテーマである『健康・医療・福祉』事業に関連するもの） 

4-3 暮らしの安全・安心の確保 

分野 No 事業名 課室名 

 4  6 予防接種事業 ＜再掲＞ 保健医療企画

 4  7 感染症予防対策事業 保健医療企画

 4 10 医療救護活動事業 保健医療企画

 4 28 特別養護老人ホーム管理運営事業 総合老人ホーム 
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第 4 令和 6年度の予算 

 

1 予算のあらまし 

豊橋市の令和 6年度予算における歳入は、コロナ禍から経済社会活動の

正常化が進むものの、円安の進行による景気の下振れリスクを伴うなど不

透明な状況となっている。しかしながら、そのような状況の中でも景気は

回復基調にあり、歳入の基幹となる市税収入は、国の施策である定額減税

の影響を除き、増加を見込んでいる。 

歳出においては、豊橋市の未来を担う人への投資を子育て・教育・産業

などの分野で幅広く行うほか、義務的経費である人件費や扶助費、施設の

老朽化対策による経費に加え、国の低所得世帯支援給付金等に係る経費が

増加し、一般会計の予算規模は過去最大となった。 

令和 6年度は、第 6次総合計画前期基本計画の 4年目であり、前期計画

の成果を最大限にするため、これまでの取組みをしっかりと評価・分析し

た上で、盛り込まれた諸施策を確実に推進する大事な年となる。目指すま

ちの姿「未来を担う人を育むまち・豊橋」の実現に向けた取組みを着実に

進め、豊橋市が「選ばれるまち」となるため、まちづくり戦略の推進を引

き続き重点化事項と定めるとともに、未来への投資を積極的に行うことを

念頭に予算を編成している。 

豊橋市の令和 6年度予算の内、今年度の包括外部監査のテーマである『健

康・医療・福祉』事業に関連するものは、一般会計の主に「 2 総務費」「 3 

民生費」「 4 衛生費」に該当。            （単位：百万円） 

区分 令和 6年度 令和 5年度 差引額 伸率 

一般会計 145,110 137,512 7,598 5.5％ 

特別会計 79,087 71,829 7,258 10.1％ 

企業会計 70,903 68,518 2,385 3.5％ 

合計 295,100 277,859 17,241 6.2％ 
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さらに、「 2 総務費」「 3 民生費」「 4 衛生費」を節別（支出形態別）に

したものは、次の枠囲みの部分である。 
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2 監査対象のデータ 

 

「 2 総務費」「 3 民生費」「 4 衛生費」について、款項目別の予算は以下の

とおりであり、このうち、枠囲みの部分について監査の対象とした。 

（出典：令和 6 年度 一般会計予算説明資料） 

※ 1 監査の対象とした人事管理費はこのうち 95,365 千円 

 

款項目 金額(千円) 

2 総務費 16,590,950 

 1 総務管理費 6,550,856 

 1 一般管理費 3,837,927 

2 行政管理費 174,866 

3 人事管理費 ※ 1 211,783 

4 広報広聴費 90,686 

5 財政管理費 395,488 

6 資産経営費 615,888 

7 会計管理費 66,170 

8 契約検査費 11,006 

9 公平委員会費 1,198 

10 企画費 42,804 

11 まちのブランド化推進費 18,568 

12 豊橋のファンづくり費 27,689 

13 広域連携費 90,454 

14 水資源対策費 40,709 

15 情報システム整備拡充費 925,620 

2 徴税費 3,989,726 

3 戸籍住民基本台帳費 874,913 
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款項目 金額(千円) 

 4 選挙費 135,802 

5 統計調査費 63,583 

6 文化振興費 1,610,184 

7 スポーツ振興費 1,756,617 

8 監査委員費 133,642 

9 庶務諸費 1,475,627 

3 民生費 60,097,497 

 1 社会福祉費 23,519,631 

 1 社会福祉総務費 8,528,502 

2 地域福祉活動推進費 314,929 

3 暮らしを支える福祉推進費 139,412 

4 障害者総合支援費 12,820,407 

5 障害者医療費 1,128,152 

6 国民年金費 91,429 

7 住民性非課税世帯等支援給付金給付費 496,800 

2 老人福祉費 6,667,147 

 1 老人福祉総務費 366,934 

2 高齢者活動促進費 162,980 

3 高齢者生活支援費 1,139,450 

4 介護保険サービス費 327,700 

5 介護保険事業費 4,670,083 

3 児童福祉費 25,110,418 

4 生活保護費 4,800,301 

 1 生活保護総務費 277,386 

2 生活保護者等自立支援費 4,477,778 

3 生活困窮者等自立支援費 45,137 
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款項目 金額(千円) 

4 衛生費 17,496,026 

 1 保健衛生費 5,981,742 

 1 保健衛生総務費 1,055,441 

2 健康づくり費 356,786 

3 たばこ対策費 1,093 

4 疾病対策費 479,418 

5 感染症対策費 1,543,810 

6 母子保健推進費 855,495 

7 保健医療体制費 736,137 

8 災害時医療費 4,292 

9 環境衛生対策費 11,699 

10 斎場費 257,780 

11 墓苑費 43,723 

12 動物愛護管理推進費 364,205 

13 食品安全対策費 61,734 

14 食肉検査費 210,129 

2 環境費 8,709,560 

 1 環境総務費 1,324,791 

2 低炭素型社会促進費 21,062 

3 再生可能エネルギー利用促進費 70,392 

4 気候変動適応策推進費 2,128 

5 生物多様性保全費 12,021 

6 環境対策費 175,739 

7 ごみ減量推進費 56,682 

8 ごみ収集費 661,391 

9 廃棄物処分費 4,596,361 
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款項目 金額(千円) 

  10 ごみ処理施設整備費 1,750,511 

11 廃棄物適正処理対策費 38,482 

3 衛生諸費 2,804,724 

 1 水道費 7,724 

2 病院費 2,797,000 
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 3 主な新規・拡充等事業（健康・医療・福祉事業） 

令和 7年度の監査テーマ「健康・医療・福祉事業」に関連する、主な新規・

拡充事業は、以下のとおりである。 

（出典：令和 6年度 予算概要説明資料） 

※ 1 金額の下段（ ）内は令和 5年度予算 

※ 2 出典に金額の記載が無いものは「(記載なし)」としている。 

（医療・健康・福祉事業の目的別予定支出：総務費） 

項目／説明 金額(千円) 

2 総務費のうち、以下の支出 

〇庁内障害者ワークステーション「わくわく」の拡充 

95,365 

 

 

総務管理費 6,550,856 

(6,054,084) 

 〇障害者雇用の推進 

（人事課） 

211,783 

(163,891) 

 

（医療・健康・福祉事業の目的別予定支出：民生費） 

項目／説明 金額(千円) 

3 民生費 
60,097,497  

(57,946,521) 

 

 

社会福祉費 23,519,631  

(22,255,970) 

 〇地域福祉活動の推進 

（福祉政策課・生活福祉課） 

314,929  

(297,568) 

 〇重層的支援体制整備事業の実施 36,000  

◎地域福祉計画市民意識調査 2,459  

◎低所得者世帯支援の実施 

(福祉政策課) 

496,800  

(0) 

 ◎住民非課税世帯等支援給付金給付事業 496,800  
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項目／説明 金額(千円) 

 

老人福祉費 

 

6,667,147  

(6,311,783) 

 〇高齢者の活躍機会拡大と介護予防の推進 

（福祉政策課・長寿介護課） 

162,980  

(132,562) 

 ◎シニア向けスマホ教室「まごのて、お貸しし

ます！」（わかば議会提案事業） 

400  

◎仁連木福祉センター大規模改修工事 30,300  

〇高齢者の生活支援サービスの充実 

(国保年金課・長寿介護課・総合老人ホーム) 

1,139,450  

(1,172,753) 

 〇保健介護一体事業の拡充 8,933  

〇介護保険サービスの充実と介護保険制度の円滑

な運営 

（総合老人ホーム） 

327,700  

(420,360) 

 〇総合老人ホームの設備の充実 5,646  

〇認知症高齢者支援の推進 

(長寿介護課) 

4,670,083 

(4,229,212) 

 〇認知症総合支援施策の推進 32,447  

児童福祉費 25,110,418  

(24,868,301) 

 〇安心して結婚や子育てができる環境づくり 

（国保年金課・子育て支援課） 

8,125,311  

(7,345,776) 

 ◎こども計画の策定 

 

3,373  

〇子育て世帯向けキッズスペースの運営 5,827  

〇乳児子育て世帯への家事支援 9,120 

〇児童手当の拡充 6,313,200 

〇高校生世代までの医療費の無償化 1,705,600 
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項目／説明 金額(千円) 

 

 〇子どもの権利を守る方策の推進 

（こども若者総合相談支援センター） 

53,795 

(49,154) 

 〇ヤングケアラーへの支援 10,197  

◎こども若者総合相談支援センターの体制強化 (記載なし) 

〇児童福祉と母子保健の連携強化 (記載なし) 

◎健全な親子関係の形成に向けた支援 203  

○幼児期の教育・保育の充実 

（保育課） 

13,823,700  

(14,431,077) 

 〇公立保育所整備事業 413,598  

〇保育料等の負担軽減施策の実施 (記載なし) 

○特別支援保育の拡充 388,170 

◎性被害防止対策補助金 1,575 

◎保育補助者雇上強化事業費補助金 18,888 

〇法人保育所・認定こども園整備補助金 960,712 

◎保育の魅力発信事業 105 

◎歯科検診器材の配布 4,200 

○ひとり親家庭等への支援の充実 

（子育て支援課） 

1,338,473  

(1,390,257) 

 〇児童扶養手当の拡充 999,000 

〇療育支援の推進 

(保育課・こども発達センター) 

778,938 

(714,402) 

 〇医療用電子カルテシステムの再構築 (記載なし) 

生活保護費 4,800,301 

(4,510,647) 
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（医療・健康・福祉事業の目的別予定支出：衛生費） 

項目／説明 金額(千円) 

4 衛生費 
17,496,026  

(18,896,775) 

 

保 健 衛 生 費 5,981,742 

(8,685,916) 

 ○健康的な暮らしの支援 

（健康政策課・健康増進課・こども保健課） 

356,786 

(372,095) 

 ◎食育からはじまる食環境整備事業の推進 1,399 

〇とよはしクアオルト健康ウォーキングの実施 1,621 

○疾病の予防対策の推進 

（健康増進課） 

479,418 

(410,158) 

 〇20歳代・30歳代の歯周病検診の充実 4,646 

◎ＨＰＶワクチン接種者に対する子宮頸がん検

診の実施 

1,000 

 

◎子宮頸がん検診の受診勧奨の実施 1,202 

◎若年がん患者在宅療養支援事業補助金 810 

◎ひきこもり実態調査 3,017 

○感染症対策の推進 

（健康政策課・感染症対策室） 

1,543,810 

(4,448,928) 

 〇予防接種の充実 (記載なし) 

 〇ＨＰＶワクチン接種 259,530 

〇帯状疱疹ワクチン接種 78,400 

〇風しん抗体検査の推進 34,051 

〇健康危機管理体制の充実 10,479 

○母子保健の推進 

（こども保健課） 

855,495  

(876,684) 

 ○産後ケア事業の推進 23,526  
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項目／説明 金額(千円) 

 

  ○生殖補助医療治療費補助金 24,000  

〇出産・子育て応援給付金給付事業 234,921 

○動物愛護管理の推進 

（生活衛生課） 

364,205 

(133,723) 

環境費 8,709,560  

(7,344,733) 

 

上記の豊橋市の医療・健康・福祉事業の概要を踏まえ、実施した監査の内

容を次ページ以降に記載する。 
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第 3章 包括外部監査の結果の総論 

 

第 1 監査の視点 

 

包括外部監査の視点として、合規性の他、地方自治法第 2条第14項に掲げ

る最少の経費で最大の効果を目指す 3E（経済性・効率性・有効性）の視点に

基づき、監査を実施した。 

具体的な視点は、以下のとおりである。 

 

1 合規性 

  健康・医療・福祉事業にかかる会計経理が法令等に従って適正に処理

されているか、また、関係法令、契約仕様に基づき、適正に業務は履行

されているか 

 

 2 経済性 

  健康・医療・福祉事業にかかる事務・事業の遂行及び予算の執行が、

より少ない費用で実施できたか 

 

 3 効率性 

  健康・医療・福祉事業について、同じ費用でより大きな成果が得られ

なかったか、あるいは費用との対比で最大限の成果を得たか 

 

 4 有効性 

  健康・医療・福祉事業にかかる事務・事業の遂行が、所期の目的を達

成したか、また、効果をあげたか 
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第 2 包括外部監査結果の指摘と意見の区別 

 

包括外部監査の結果の記載のうち、指摘と意見の区別は、以下としている。 

 

1 指摘 

 

合規性、正確性に関して指摘した事項、その他不当であるものとして指

摘した事項 

 

 2 意見 

 

経済性、効率性、有効性等について意見を述べた事項 

 

なお、抽出した各収入単位ではなく、豊橋市全体のルールが必要と判断し

た事項については、それぞれの制度を所管する部署への指摘又は意見として

記載しているが、具体性を確保するため、抽出した各収入単位での監査の結

果においても記載している。 
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第 3 包括外部監査結果の指摘と意見の数 

 

1 監査結果の指摘と意見の総数 

監査結果の指摘と意見の総数は、以下のとおりである。 

 

指摘 意見 合計 

17 33 50 

 

 

2 計画と実績の比較に基づく監査結果の指摘と意見の数 

計画と実績の比較に基づく監査結果の指摘と意見の数は、以下のとおりで

ある。 

（福祉事業） 

部署名 指摘 意見 合計 

なし ― ― ― 

合計 ― ― ― 

 

（健康・医療事業） 

部署名 指摘 意見 合計 

健康部 健康増進課 ― 3 3 

合計 ― 3 3 

 

 

 

  



 

 50 / 187 

 

3 支出データに基づく監査結果の指摘と意見の数 

支出データに基づく監査結果の指摘と意見の数は、以下のとおりである。 

 

（福祉事業） 

部署名 指摘 意見 合計 

福祉部 福祉政策課 ― 3 3 

福祉部 国保年金課 ― 1 1 

福祉部 長寿介護課 ― 5 5 

福祉部 障害福祉課 6 6 12 

福祉部 生活福祉課 1 4 5 

福祉部 総合老人ホーム ― ― ― 

合計 7 19 26 

 

（健康・医療事業） 

部署名 指摘 意見 合計 

健康部 保健医療企画課 ― 1 1 

健康部 健康増進課 3 2 5 

健康部 こども保健課 1 ― 1 

健康部 生活衛生課 3 ― 3 

健康部 こども発達センター ― ― ― 

合計 7 3 10 
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4 業務フローに基づく監査結果の指摘と意見の数 

業務フローに基づく監査結果の指摘と意見の数は、以下のとおりである。 

 

（福祉事業） 

部署名 指摘 意見 合計 

福祉部 生活福祉課 ― 7 7 

福祉部 総合老人ホーム 2 1 3 

合計 2 8 10 

 

 

5 健康・医療・福祉事業で使用するシステムの管理体制の監査結果の指摘と

意見の数 

 

指摘及び意見はない。 

 

 

6 契約事務における不適正な事務処理についての監査結果の指摘と意見の数 

契約事務における不適正な事務処理についての監査結果の指摘と意見の数

は、以下のとおりである。 

 

部署名 指摘 意見 合計 

複数課 1 ― 1 
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7 カテゴリー別の監査結果の指摘と意見の数 

カテゴリー別に監査結果の指摘と意見を整理した場合、指摘と意見の数は、

以下のとおりである（部署ごとの内訳は、後述している。）。 

 

カテゴリー 指摘 意見 合計 

① 予算執行 ― 1 1 

② 予算の積算 ― 2 2 

③ 委託業務のモニタリング 9 7 16 

④ 効果検証 ― 5 5 

⑤ 契約手続 6 6 12 

⑥ 受払管理 ― 2 2 

⑦ 現金管理 ― 1 1 

⑧ 業務の見直し 2 9 11 

合計 17 33 50 
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第 4 総論  

 

1 総論 

 

健康・医療・福祉事業について、個別的な指摘・意見については後述して

いるが、カテゴリー別には、特に「委託業務のモニタリング」・「契約手続」・

「業務の見直し」に関する指摘・意見が多くなっている。 

また、このうち「業務の見直し」は、特に現業を実施している部署への指

摘・意見であり、一方で「委託業務のモニタリング」や「契約手続」は複数

課にまたがっている。 

 

「委託業務のモニタリング」については、総じて、① 委託したい業務内容

が事業者への仕様書に過不足なく具体的に記載されているか、② 事後的に

は、仕様書通りに実施されたかについて確認する必要があるとするものであ

る。 

この点で、事後確認することを前提に、改めて、仕様書の記載項目を整理

することも有用と考える。 

 

「契約手続」については、まずは「第 8章 契約事務における不適正な事

務処理についての監査の結果」に記載のとおり、不適切な事務処理の再発防

止策を継続的に運用することが重要である。 

加えて、契約にあたり、契約内容や契約金額について、他の自治体との比

較や、業務量に応じた積算の見直し等、より適切な契約を締結する余地がな

いかを検討する必要がある。 

 

上記を踏まえ、そもそも各部署においては、① 予算を組んだだけになって

いないか、② 前例踏襲型の事業の実施となっていないか、③ やりっぱなし

になっていないか、④ 当初予定した事業目的は達成できたか、⑤ 実施した

事業は市民にとって役に立ったか等を、⑥ 組織として連続性を持って十分に
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4/ 1 3/31 

検証し、この結果を次年度以降の事業に活かす必要がある。 

さらに、これらの実効性を高めるためには、次の点を考慮し、より市民に

役立つ事業を実施するための仕組みを整備することも重要であると考える。 

 

① 次年度の予算要求時に（暫定・見込含めて）事業の効果を検証すること 

② 事業の連続性を保つため、担当者の異動時に十分な引継ぎを行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、部署ごとに指摘・意見の数に開きがあるが、これは、支出データか

ら対象サンプルを抽出した際、様々な取引形態や処理方法によるデータを抽

出したことや、現業を実施している場合に業務フローについても監査したこ

とによるものである。 

様々な種類の業務を行っている部署は、結果的に指摘や意見も多くなって

いるが、特定の部署に特段の問題があった旨の認識はない。 

 

  

①予算 

要求時 
②異動時 

当年度 次年度 
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2 計画と実績の比較に基づく監査結果の指摘と意見 

 

（福祉事業） 

部署 区分 番号 事業 項目 

なし ― ― ― ― 

 

 

（健康・医療事業） 

部署 区分 番号 事業 項目 

健康増

進課 

 

意見 A 1- 1 歯周病検診の充実事業 

 

ア 事業の途中経過

の把握と対応につい

て 

健康増

進課 

意見 同上 同上 イ 予算の積算と補

正について 

健康増

進課 

 

意見 A 1- 2 市民が健康の大切さに

気づき、日常生活に健

康づくりを取り入れる

ことができるよう、運

動プログラムの提供

や、校区別ウォーキン

グマップを地域住民と

作成し、地域主体の健

康づくり活動のサポー

トを行う事業 

予算の積算と補正に

ついて 
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3 支出データに基づく監査結果の指摘と意見 

（福祉事業） 

部署 区分 番号 事業 項目 

福祉政

策課 

  

意見 B 1- 1 判断能力の不十分な高

齢者・障害者等の権利

を擁護、支援するため

の法制度である成年後

見制度の円滑な運用を

図るための成年後見支

援センターを運用する

もの 

ア 豊橋市成年後見

支援センターの運営

業務のモニタリング

について 

福祉政

策課 

 

意見 同上 同上 イ 普及啓発業務に

おけるアンケートの

実施について 

福祉政

策課 

 

意見 B 1- 2 豊橋市社会福祉協議会

が運営する、つつじが

丘地域福祉センターの

管理に係る費用を助成

するもの 

つつじが丘地域福祉

センターの利用実態

の確認方法について 

 

国保年

金課 

意見 B 2- 1 後期高齢者医療システ

ムの運用における、質

疑応答、イベント立会

い、トラブル対応、パ

ッケージの定期保守、

軽微な仕様追加・修正

などシステム運用等の

支援を行うもの 

委託金額の妥当性に

ついて 

 

長寿介 意見 B 3- 1 シニア向けスマホ教室 クオカードの受払管
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護課 の講師謝礼 理について 

長寿介

護課  

意見 B 3- 2 家庭の電気の使用量を

計測するスマートメー

ターを使用し、電気の

使用状況をAIで分析す

ることで、生活の活動

量が低下しているフレ

イルのリスクのある高

齢者を検知する 

フレイル検知サービ

スの周知方法につい

て 

 

長寿介

護課 

意見 B 3- 3 在宅医療サポートセン

ターの運営等 

委託金額の適切性の

検討について 

長寿介

護課 

意見 B 3- 4 簡易陰圧装置設置経費

支援 

一般競争入札実施の

確認について 

長寿介

護課 

意見 B 3- 5 認知症初期集中支援チ

ームの運営・普及啓発 

業務委託料の妥当性

について 

障害福

祉課 

意見 B 4- 1 障害者に対し、5,000

円分のタクシー券等

（①障害者タクシー料

金助成券、②障害者交

通助成券、③元気パス

購入助成券（65歳以上

のみ選択可能）のいず

れかを本人の希望によ

り選択）を交付する。

重度障害者には、別途

15,000円分の障害者タ

クシー料金助成券及び

介護券2,400円分の交

タクシー券の管理体

制について 
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付がある。実際の利用

数量に応じてタクシー

会社等に支払いを行っ

ている 

障害福

祉課 

指摘 B 4- 2 指定管理制度による豊

橋市障害者福祉会館の

管理・運営を実施 

ア 仕様書への記載

もれについて 

 

障害福

祉課 

指摘 同上 同上 イ 仕様書への記載

の明確化について 

障害福

祉課 

指摘 同上 同上 ウ 業務報告書の入

手もれについて 

障害福

祉課 

意見 同上 同上 ア 第三者への業務

委託の確認について 

障害福

祉課 

意見 同上 同上 イ アンケートにつ

いて 

障害福

祉課 

意見 B 4- 3 障害者の就労促進及び

定着を目指した相談支

援 

実績の報告内容につ

いて 

 

障害福

祉課 

指摘 B 4- 4 障害者総合支援法指定

事業所管理システム

（指定事業所の基本情

報、報酬の加算情報等

を登録・管理するも

の）の年間利用料 

支出金額の妥当性に

ついて 

 

障害福

祉課 

意見 B 4- 5 障害者等を日常的に介

護している家族の一時

的な休息を目的とし

て、見守りや社会に適

アンケートの実施に

ついて 
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応するための訓練等の

日中一時支援のサービ

スの提供を行う 

障害福

祉課 

意見 B 4- 6 地域活動支援センター

基礎的事業及び地域活

動支援センターⅢ型の

機能強化事業を実施 

アンケートの実施に

ついて 

 

障害福

祉課 

指摘 B 4- 7 地域活動支援センター

基礎的事業及び地域活

動支援センターⅢ型の

機能強化事業を実施 

利用人数の制限につ

いて 

 

障害福

祉課 

指摘 B 4- 8 地域活動支援センター

基礎的事業及び地域活

動支援センターⅢ型の

機能強化事業を実施 

利用者の確認につい

て 

 

 

生活福

祉課 

意見 B 5- 1 民生委員児童委員協議

会への補助金交付 

 

民生委員児童委員協

議会の歳入歳出決算

（会計報告）につい

て 

生活福

祉課 

意見 B 5- 2 例月の生活保護費の支

給（現金支給分） 

窓口支給する現金の

残高管理について 

生活福

祉課 

指摘 B 5- 3 生活保護医療扶助のレ

セプト管理システムの

利用料 

支出金額の妥当性に

ついて 

 

生活福

祉課 

意見 B 5- 4 民生委員児童委員報償

費の支給 

各地区における民生

委員の定数について 

生活福

祉課 

意見 B 5- 5 生活困窮者居住支援事

業における一時生活支

一時生活支援費等の

日額について 
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援費等の給付  

 

（健康・医療事業） 

部署 区分 番号 事業 項目 

保健医

療企画

課  

意見 C 1- 1 各仕様書、実施要領を

基に予防接種の実施を

豊橋市医師会と契約

し、ワクチン毎の単価

に基づき支払いを行う

もの 

委託料の合理性につ

いて 

 

健康増

進課 

指摘 C 2- 1 保健衛生システムサー

ビス利用料 

契約相手先の確認に

ついて 

健康増

進課 

指摘 C 2- 2 がん及び各種検診（肝

炎、眼科）委託（６月

分） 

個人情報の取扱いに

ついて 

健康増

進課 

指摘 C 2- 3 令和６年度 資源化セ

ンター余熱利用施設

（りすぱ豊橋）指定管

理料 第４四半期（１

月、２月、3月分） 

履行確認について 

健康増

進課 

意見 同上 同上 

 

ア 計画と実績の比

較分析について 

健康増

進課 

意見 同上 同上 イ 暴力団等排除に

係る解除条項 

こども

保健課 

指摘 C 3- 1 保育園、認定こども

園、幼稚園における年

長児の歯みがきの習慣

化を啓発するために使

相手先の確認につい

て 
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用するシールの印刷業

務 

生活衛

生課 

指摘 C 4- 1 食品衛生指導事業の一

部（食品事業者への講

習や巡回衛生指導等）

の委託 

委託した事業内容の

確認について 

 

生活衛

生課 

指摘 C 4- 2 令和6年9月の食品衛生

法施行規則改正により

監視指導項目が変更さ

れたことに伴うシステ

ム改修 

委託した事業内容の

確認について 

 

生活衛

生課 

指摘 C 4- 3 感染症の遺伝子検査に

使用する機器の検査精

度を維持するための点

検・調整 

再委託を含めた実施

体制の確認について 
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4 業務フローに基づく監査結果の指摘と意見の一覧 

(生活保護事業の業務フロー) 

部署 区分 番号 項目 

生活福

祉課 

意見 D 1- 1

ア 

一覧による家庭訪問調査の進捗状況確認につ

いて 

生活福

祉課 

意見 D 1- 1

イ 

訪問時の業務の標準化について 

 

生活福

祉課 

意見 D 1- 1

ウ 

生活保護の不正受給の通報窓口について 

 

生活福

祉課 

意見 D 1- 1

エ 

課税調査について 

生活福

祉課 

意見 D 1- 1

オ 

他法他施策について 

生活福

祉課 

意見 D 1- 1

カ 

廃止後手続について 

生活福

祉課 

意見 D 1- 1

キ 

生活保護事務の効率化について 

 

(総合老人ホームの業務フロー) 

部署 区分 番号 項目 

総合老人

ホーム 

指摘 E 1- 1

ア 

介護報酬の請求漏れについて 

総合老人

ホーム 

指摘 E 1- 1

イ 

預り預金通帳の残高にかかる報告について 

総合老人

ホーム 

意見 E 1- 1 介護報酬返戻の管理について 

 

  



 

 63 / 187 

 

5 健康・医療・福祉事業で使用するシステムの管理体制の監査結果の指摘と

意見 

 

指摘及び意見はない。 

 

 

6 契約事務における不適正な事務処理についての監査結果の指摘と意見 

 

部署 区分 番号 項目 

複数課 指摘 F 1- 1 契約事務の公正性確保について 
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7 カテゴリー別の監査結果の指摘と意見 

前項を踏まえ、カテゴリー別に監査結果の指摘と意見を整理した場合、以

下となる。 

カテゴリー 部署名 区分 番号 

① 予算執行 健康増進課 意見 A 1- 1 ア 

② 予算の積算 健康増進課 意見 A 1- 1 イ 

 健康増進課 意見 A 1- 2 

③ 委託業務のモ

ニタリング 

福祉政策課 意見 B 1- 1 ア 

 福祉政策課 意見 B 1- 2 

 障害福祉課 指摘 B 4- 2 ア 

 障害福祉課 指摘 B 4- 2 イ 

 障害福祉課 指摘 B 4- 2 ウ 

 障害福祉課 意見 B 4- 2 ア 

 障害福祉課 意見 B 4- 3 

 障害福祉課 指摘 B 4- 7 

 障害福祉課 指摘 B 4- 8 

 生活福祉課 意見 B 5- 1 

 生活福祉課 意見 B 5- 4 

 健康増進課 指摘 C 2- 3 

 健康増進課 意見 C 2- 3 ア 

 生活衛生課 指摘 C 4- 1 

 生活衛生課 指摘 C 4- 2 

 生活衛生課 指摘 C 4- 3 

④ 効果検証 福祉政策課 意見 B 1- 1 イ 

 長寿介護課 意見 B 3- 2 

 障害福祉課 意見 B 4- 2 イ 

 障害福祉課 意見 B 4- 5 
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 障害福祉課 意見 B 4- 6 

⑤ 契約手続 国保年金課 意見 B 2- 1 

 長寿介護課 意見 B 3- 3 

 長寿介護課 意見 B 3- 4 

 長寿介護課 意見 B 3- 5 

 障害福祉課 指摘 B 4- 4 

 生活福祉課 指摘 B 5- 3 

 保健医療企画課 意見 C 1- 1 

 健康増進課 指摘 C 2- 1 

 健康増進課 指摘 C 2- 2 

 健康増進課 意見 C 2- 3 イ 

 こども保健課 指摘 C 3- 1 

 複数課 指摘 F 1- 1 

⑥ 受払管理 長寿介護課 意見 B 3- 1 

 障害福祉課 意見 B 4- 1 

⑦ 現金管理 生活福祉課 意見 B 5- 2 

⑧ 業務の見直し 生活福祉課 意見 B 5- 5 

 生活福祉課 意見 D 1- 1 ア 

 生活福祉課 意見 D 1- 1 イ 

 生活福祉課 意見 D 1- 1 ウ 

 生活福祉課 意見 D 1- 1 エ 

 生活福祉課 意見 D 1- 1 オ 

 生活福祉課 意見 D 1- 1 カ 

 生活福祉課 意見 D 1- 1 キ 

 総合老人ホーム 指摘 E 1- 1 ア 

 総合老人ホーム 指摘 E 1- 1 イ 

 総合老人ホーム 意見 E 1- 1 
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第 5 包括外部監査結果の指摘と意見の一覧 

 

1 計画と実績の比較に基づく監査の結果の指摘と意見の一覧 

（福祉事業）                    ※下線：強調箇所 

部署名 区分 第 4章 第 2：番号・標題・内容 

健康部 

健康増進課 

意見  A 1- 1 25歳・35歳への無料歯周病検診について 

ア 事業の途中経過の把握と対応について 

25歳・35歳の市民への無料の歯周病検診の受診率が

低かったため、理由を確認したところ、限られた予算

の中で、受診券の個別通知を行うために必要となる保

健衛生システムの改修は実施せず、事業の周知を、豊

橋市ホームページへの掲載・広報とよはしでの周知・

公施設へのポスター掲示・市内事業所への事業案内で

行い、申込制として対応したためとのことであった。 

 「予算の見どころ」は、豊橋市として、各種の事業

計画のうち、特に市民に説明するための公表物であ

り、本来は、年度途中に事業の経過を把握し、状況が

芳しくない場合には、別の対策を検討するなどの対応

が必要であったと考える。 

 

イ 予算の積算と補正について 

 令和 6年度の歯周病検診の充実事業予算は

4,650,430円であり、内訳は以下となっている。 

 予算 

25歳・35歳の市民への無料の歯周

病検診 

4,172,400円 

20歳・30歳の未受診者への個別推

奨 

478,030円 

予算合計 4,650,430円 



 

 67 / 187 

 

上記のうち、25歳・35歳の市民への無料の歯周病検

診に伴う支出は120,120円であり、4,052,280円の予算

が余っていた（4,172,400円－120,120円＝4,052,280

円）。 

 本来は、上記アに記載のとおり、事業の途中経過を

把握し、対策を検討することで、計画した事業を実施

することが望ましいが、当初予算の積算段階で多く見

積もっていなかったかも検討し、予算を補正し、市民

のために他の事業を充実させることも検討の余地があ

ったと考える。 

 なお、令和 7年度も同様の事業を計画しているが、

予算としては214,500円（50人分）となっており、周

知方法は令和 6年度と同様の方法をとっているとのこ

とであった。 

健康部 

健康増進課 

意見  A 1- 2 地域活動事業費について 

予算の積算と補正について 

 校区対抗ウォーキングチャレンジマッチが中止にな

った理由を確認した。 

結果、令和 5年度の予算要求時には実施を計画して

いたものの、参加自治会は、役員の改選や年間計画の

策定を 3月～ 4月に行うため、豊橋市としても、役員

が新体制となった 4～ 5月に参加自治会に参加の意向

を調査し、その結果、 6月に中止を決定したとのこと

であった。また、代わりに地域のイベント開催時に利

用できる健康づくりに関するプログラム内容を追加し

たとのことであった。 

ただ、校区対抗ウォーキングチャレンジマッチに関

する予算は206,000円余ったとのことであった。 
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 この点につき、参加自治会の意向を基に、計画して

いた事業の実施の要否を柔軟に検討することは大切で

あると考えるが、一方で、翌年度に自治会の意向が見

直される可能性がある場合には、実績や展望を基にで

きる限り確実性のある予算を積算することが望ましい

と考える。 

また、自治会の意向が定まり、新年度の早い段階で

事業の中止を決定する場合には、予算を補正し、市民

のために他の事業を充実させることも検討の余地があ

ると考える。 

 

 

2 支出データに基づく監査の結果の指摘と意見の一覧 

（福祉事業）                    ※下線：強調箇所 

部署名 区分 第 5章 第 3：番号・標題・内容 

福祉部 

福祉政策課 

意見  B 1- 1 豊橋市成年後見支援センター運営業務（第 

1回） 

ア 豊橋市成年後見支援センターの運営業務のモニタ

リングについて 

豊橋市が、運営業務として委託している内容につい

ては、仕様書には以下の記載がある。 
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また、事業報告の方法についても、仕様書に以下の

記載がある。 

  

 そのため、四半期ごとの報告書を確認したところ、

業務内容のうち(1)、(3)及び(5)については報告され

ていなかった。年度末に行われる年間の報告ではこれ

らの実績を確認できるものの、委託者として四半期ご

とに進捗状況を確認する必要がある。したがって、四

半期ごとの報告事項に啓発活動等の実施状況も含める

等の詳細な記載を仕様書に盛り込むことが望ましい。 

 

イ 普及啓発業務におけるアンケートの実施について 

豊橋市成年後見支援センターでは、仕様書の第10項

(1)の「成年後見制度や権利擁護に関する普及啓発業

11事業の報告 

受託者は毎月の活動状況について、 3か月を単

位として年 4回報告するものとする。また、当該

年度末は、年間の実績を一覧にまとめた報告書を

提出すること。 

10業務内容 

(1)成年後見制度や権利擁護に関する普及啓発業

務 

(2)判断力が十分でない方の権利擁護に関する相

談業務 

(3)成年後見制度の利用促進に関する業務 

(4)後見人等への支援業務 

(5)成年後見支援センター運営委員会等の開催 
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務」に従って、各種の研修会の開催や啓発講座を通じ

た活動を行っている。 

そのため、受講者にアンケートを実施し、委託者で

ある豊橋市にアンケート結果の報告をしているか確認

したところ、実施されていなかった。 

成年後見制度等の普及啓発活動は、短期間で効果が

表れるものではなく、毎年分析と改善を繰り返し、よ

り良い活動にするためにも受講者アンケートは重要で

ある。したがって、受講者アンケートの実施及び豊橋

市への結果報告についても、仕様書に盛り込むことが

望ましい。 

福祉部 

福祉政策課 

意見 B 1- 2 令和 6年度つつじが丘地域福祉センター管

理運営事業費補助金（第 1回） 

つつじが丘地域福祉センターの利用実態の確認方法に

ついて 

豊橋市社会福祉協議会が補助金を申請するにあたり

豊橋市に提出する事業計画書(つつじが丘地域福祉セ

ンター管理運営計画並びに収支予算書)には、以下の

記載がある。 
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そのため、事業計画書にそって運営されているか検

証することは重要であり、豊橋市社会福祉協議会が利

用状況をどの程度把握しているか確認した。 

結果、豊橋市社会福祉協議会が毎月作成している

「利用状況表」では、利用者数を「老人」と「それ以

外」で分類・集計しており、「心身障害者並びに母子

家庭の婦人及び児童、社会福祉の増進に協力する者及

び団体」がそれぞれどの程度利用しているかが不明で

あった。 

豊橋市社会福祉協議会が事業計画書にそって運営し

ていること及び想定利用者にサービスが行きわたって

いることを把握するため、「老人」と「それ以外」の

区別ではなく、「老人」・「心身障害者」・「母子家庭の

婦人」・「児童」・「社会福祉の増進に協力する者及び団

体」ごとに利用状況を確認することが望ましい。 

福祉部 

国保年金課 

意見 B 2- 1 令和 6年度 後期高齢者医療システム運用

支援業務 

3.利用者及び施設の利用目的 

(1)居住する高齢者、心身障害者並びに母子家庭

の婦人及び児童、社会福祉の増進に協力する者

及び団体 

(2)コミュニティーホールや会議室、研修室等の

貸室があり、また老人センターとしての機能も

備えており、東部地域の福祉活動の拠点として

地域福祉の推進を目的としている。 
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委託金額の妥当性について 

本件委託業務は、既に開発・運用されている後期高

齢者医療システムの運用に関するトラブルへの対応や

軽微な仕様修正等を行うものであり、システムの開発

元しか行うことができず、開発元以外の第三者に履行

させることができないため、地方自治法施行令第167

条の 2第 1項第 2号の定めにより「その他の契約でそ

の性質又は目的が競争入札に適しないもの」であると

判断し随意契約としている。当該判断については、

「豊橋市随意契約ガイドライン」とも整合している。 

しかしながら、委託金額の妥当性の検証には改善の

余地がある。国保年金課は、開発元である企業から見

積書を徴取し他業務との単価比較や適正な作業工数で

あるかの確認を行っているが、他の自治体との比較等

を行っていない。自治体間で契約内容が異なる等単純

に比較することは困難であるが、ある程度の目安とし

適正な価格の確認が期待できる場合もあり、他の自治

体との比較等を行うことが望ましい。 

福祉部 

長寿介護課 

意見 B 3- 1 クオカード（アクティブシニア活動促進事業

費） 

クオカードの受払管理について 

2,000円のクオカード72枚を購入（今回購入は40

枚）し、シニア向けスマホ教室の講師71名（内、1名

は受取辞退）への謝礼として手渡しの上、受領のサイ

ンを頂いているが、 2枚が担当者の手許に残ったま

ま、次年度に繰り越されている。 

この管理については、令和 6年度は担当者に一任さ

れており、次年度繰り越し分の発生に伴い、令和 7年
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度から受払簿による管理をしているとのことである

が、例えば、担当者が繰り越し分の存在を明らかにし

ない場合には管理されないまま着服の機会が存在する

ことになるなど、年度末に繰り越し分が存在するから

管理するのではなく、金券類を取得した時点で受払管

理の対象とすることが求められる。 

福祉部 

長寿介護課 

意見 B 3- 2 フレイル検知サービス業務委託 

フレイル検知サービスの周知方法について 

フレイル検知サービスは、中部電力が自治体向けに

提供している、スマートメーターで取得した電力デー

タからAIがフレイルリスクを分析するサービスであ

り、プライバシーに配慮しながらフレイルリスクの高

い高齢者を早期発見し、自治体による適切な支援を可

能にするものである。豊橋市では75歳以上でひとり暮

らしの元気な方で要支援・要介護の認定を受けていな

い方を対象としている。 

中部電力との契約は 100名単位となっており、実際

の利用者が 100名を超えて増加するごとに契約金額が

増加するが、豊橋市では100名までは無料として募集

を行っている。 

当該サービスの周知に関しては、HPに「豊橋市健康

サポートサービス（正式事業名：電気使用量を用いた

フレイル予防サービス）」との文言は記載されている

が、さらにリンク先のチラシを開かないと「先着100

名無料」との文言が確認できない。 

フレイル対策を積極的に進めることは、高齢者の健

康寿命を伸ばし、QOLを向上させるだけでなく、社会

保障制度の維持や医療費の抑制にもつながり、日本社
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会全体の活力維持のためにも重要であり、フレイル予

防による効果を考慮すると、より積極的に募集を行

い、必要な市民に適切なサービスを提供することが期

待される。また、令和 6年度の利用者数は43名であ

り、追加支出することなく、さらに57名が利用可能な

状況であったので、「先着100名無料」との文言をホー

ムページの案内文に記載する等、市民の興味を引くよ

うな周知方法を工夫することが求められる。 

福祉部 

長寿介護課 

意見 B 3- 3 在宅医療・介護連携推進事業（第１回支払

分） 

委託金額の適切性の検討について 

委託料の積算は人件費、報償費、旅費、役務費、需

用費、事務費を加算して算定されているが、実質的に

は、仕様書で求められている専従者 2名分の年間人件

費相当額の年額12,500,000円となっている。 

『在宅医療・介護連携推進事業委託 仕様書』に基

づく業務内容としては、相談対応、「在宅医療資源の

把握」の取りまとめ、「在宅医療研修会」「出前講座」

「講演会」などの準備であるが、当該業務内容及び

『在宅医療・介護連携推進事業報告書（R●年●月）』

の活動実績によると、月に数回開催される会議への出

席の他、相談窓口に相談者が来た場合の対応及びその

随時対応のために窓口に待機することが実際の業務で

あり、毎日専従者 2名で対応するほどの業務量が無い

と思われる。また、当該専従者 2名が委託先の他の業

務を行っていないことの確認も口頭確認のみで実質的

にできていない。 

委託金額が大きいので、日々の業務内容（本日の相
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談件数や会議出席時間など）の報告書の提出を求める

こと、並びに、当該業務内容や実際の従事者数などに

基づく必要な業務量の見積りに基づいた委託金額の妥

当性を検討することが必要と考えられる。 

福祉部 

長寿介護課 

意見 B 3- 4 介護施設等における新型コロナウイルス感染

拡大防止対策支援事業費補助金（簡易陰圧装置） 

一般競争入札実施の確認について 

本補助金は、介護施設等における新型コロナウイル

ス感染拡大防止対策として簡易陰圧装置を設置するた

めの経費を支援するための補助金である。 

「愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱」第

8条( 1)において、『県が民間事業者が実施する事業

（以下、県補助対象事業）に対し、補助金を交付する

場合には、県補助対象事業を実施する者（以下「県補

助対象事業者」という。）に対し次の条件を付すも

の』として、『ケ 県補助対象事業を行うために締結す

る契約については、一般競争入札に付するなど県が行

う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。」と

されている。 

この点、 3者による競争入札が行われており、予定

価格・入札結果表などは事業者において保管している

ことを、口頭により確認しているのみで、入札に係る

資料については提出を依頼しておらず、書類等の確認

により実際に入札が行われたことを確認していない。 

一般競争入札は、入札資格を満たす不特定多数の事

業者からの参加を公告等により募るものであり、単に 

3者から見積もりを取るのみでは随意契約と変わりが

無いが、豊橋市契約規則第52条に定める、「工事又は 
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製造」の請負契約に係る限度額の200万円を超えてい

る。 

豊橋市が一般競争入札を行うと同じ水準の手続を求

めるものでは無いが、広く一般競争入札の公募が行わ

れているかの確認、あるいは、適切な予定価格が設定

されているかの確認程度の関与は必要ではないかと考

える 

福祉部 

長寿介護課 

意見 B 3- 5 認知症初期集中支援チーム事業業務委託 

業務委託料の妥当性について 

支援件数の大幅な増加と活動時間数の増加が見込ま

れるため、従来のチーム員 2名以上配置での対応が難

しく、 1チーム 4名以上の設置とするために委託料が

倍額必要であるとして、令和 6年度の委託料は令和 5

年度に対して96.0％の増加となっている。この点、計

画時点の延べ支援対象者については、以下のとおり 

8.1％の増加である。 

 令和 5年度 令和 6年度 増減比 

委託料 5,000,000円 9,800,000円 +96.0％ 

職種別委

託料算定

の基礎と

なる所要

時間 

作業療法士 

935時間 

介護福祉士 

935時間 

作業療法士 

935時間 

介護福祉士 

935時間 

介護支援専門

員935時間 

薬剤師  

935時間 

+100.0％ 
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 令和 5年度 令和 6年度 増減比 

延べ支援

対象者 

（申請当

時） 

37件（見込） 40件（計画） 

20件（実績） 

+8.1％ 

▲45.9％ 

 

支援内容は、家庭訪問の他、本人及び家族との連

絡、来所相談、関係機関との連絡、チーム員会議、そ

れに伴う記録等を含んでおり、支援対象者の増加に伴

う委託料の増加は必要な対応であると考えられるが、

前年度の委託料に対する倍増という委託料の増加が合

理的な根拠に基づいているか、その増加割合が合理的

な範囲であるか、部署内での契約執行における承認者

には申請者（担当者）の説明する内容を慎重に検討の

上、判断・承認する姿勢が求められる。 

福祉部 

障害福祉課 

意見 B 4- 1 障害者タクシー料金助成券（ 6月分） 

タクシー券の管理体制について 

タクシー券の管理方法について確認したところ、棚

卸がなされていなかった。この場合、あるべき数量よ

り実際の数量が減少していても、長期間発見できない

こととなる。 

したがって、当該タクシー券は年度末が利用期限と

いうこともあり、年度中に 1回は棚卸を行うことが望

ましい。 

福祉部 

障害福祉課 

指摘 B 4- 2 豊橋市障害者福祉会館指定管理委託料（第 4

四半期分） 

ア 仕様書への記載もれについて 

豊橋市が、指定管理者に具体的な委託内容を記載す
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る仕様書上、簡易専用水道検査についての記載がなか

った。 

実際は、指定管理者は当該検査を実施していたもの

の、豊橋市として、委託すべき業務内容と回数・実施

すべき時期を明示すべきであると考える。 

 

イ 仕様書への記載の明確化について 

豊橋市は、自家用電気工作物保安管理業務につい

て、保安管理と点検を委託していたが、仕様書を確認

したところ、回数・実施すべき時期が記載されていな

かった。 

豊橋市が想定する業務を、委託業者が適切に実施し

たか否かを確認するために、仕様書に明確に記載する

必要があると考える。 

 

ウ 業務報告書の入手もれについて 

 仕様書上、トイレ、洗面台清掃を週 1回行うことと

なっていたが、当該委託内容についての業務報告書を

入手していなかった。 

指定管理者との協定書上、毎月終了後10日以内に業

務報告することとなっており、仕様書どおりに指定管

理者が業務を実施したかを確認する必要があると考え

る。 

福祉部 

障害福祉課 

意見 B 4- 2 豊橋市障害者福祉会館指定管理委託料（第 4

四半期分） 

ア 第三者への業務委託の確認について 

 豊橋市障害者福祉会館の管理に関する協定書第 6条

（第三者への業務委託）には、「管理業務の一部を第
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三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あ

らかじめ豊橋市に届け出るものとする。」旨の記載が

ある。 

 この点につき、プール水質検査業務について、指定

管理者から豊橋市へ、第三者への委託の届出書が提出

されていたため、委託先が適切か確認したうえで受理

しているか確認したところ、確認ができなかった。 

 確かに、協定書には届け出る旨の記載となっている

ものの、どのような第三者に委託されているか確認し

て受理する必要があると考える。 

 

イ アンケートについて 

豊橋市障害者福祉会館の利用者に対して、満足度ア

ンケート等を実施しているか確認したところ、利用者

会議において満足度アンケート調査を実施しているも

のの、とりまとめは指定管理者に一任し、実施したア

ンケートの集計結果の報告を受けていた。 

この場合、万一、指定管理者に望ましくない回答が

あった場合、豊橋市まで報告されないことも想定され

る。 

したがって、豊橋市として、利用者からの生の声を

入手するためにも、直接、利用者にアンケートを実施

するか、指定管理者が実施したアンケートの集計結果

のみならず、利用者会議の出席者リストとアンケート

の原本を入手し、全てのアンケート結果が報告されて

いることを確認することが望ましいと考える。 

福祉部 

障害福祉課 

意見 B 4- 3 令和 6年度とよはし総合相談支援センター

運営事業委託業務（就労支援業務） 
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実績の報告内容について 

豊橋市が委託先と交わした契約書に添付された仕様

書には以下の記載がある。 

5.業務内容 

10.就労系事業所の職員のレベルアップのための研修

会を開催すること。 

 

就労支援業務には、主となる相談業務以外に、研

修会の開催も含まれている。そのため研修会を実施し

ているか毎月提出されている実績報告書で確認したと

ころ、研修会の実施について記載が確認できなかっ

た。 

実績報告書は委託業務の履行状況について適切に管

理する重要なものである。そのため、報告事項につい

ては委託先と十分なすり合わせを行うことが望まし

い。 

福祉部 

障害福祉課 

指摘 B 4- 4 障害者総合支援法指定事業所管理システム年

間利用契約 

支出金額の妥当性について 

他の自治体でも当該システムを利用しているとのこ

とであり、契約前に、他の自治体から支出額の情報を

入手し、豊橋市として金額の妥当性を確認しているか

を質問したところ、資料の確認ができなかった。 

本来は、契約前に、他の自治体の情報を入手すると

ともに、所管課内で情報を共有して、支出額の妥当性

を検討すべきであったと考える。 

福祉部 

障害福祉課 

意見 B 4- 5 地域生活支援事業（日中一時支援） 6月分

（社会福祉法人〇〇） 
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アンケートの実施について 

社会福祉法人〇〇の利用者に対して、事業者に対す

る満足度アンケート等を実施しているか確認した。 

結果、事業者に対する個別のアンケートは実施され

ていなかった。 

事業者が実施した事業が市民の役に立ったか、事業

者に改善すべき点はなかったかについて、豊橋市が、

利用者に対して直接アンケートを実施し、またアンケ

ート結果を部署内で共有し、翌年度以降の改善の要否

の検討につなげるべきであると考える。 

福祉部 

障害福祉課 

意見 B 4- 6 地域活動支援センター事業委託料（ 4月分）

（特定非営利活動法人〇〇 他 3法人） 

アンケートの実施について 

豊橋市は、地域活動支援センター事業を複数の場所

で実施しており、また、複数の事業者に委託してい

る。 

この点につき、特定非営利活動法人〇〇他 3法人に

委託している地域活動支援センターについて、利用者

に、事業者に対する満足度アンケート等を実施してい

るかを確認した。 

結果、障害者計画を作成する際に、地域活動支援セ

ンター全体に対するアンケートは実施されているもの

の、受託事業者に対する個別のアンケートは実施され

ていなかった。 

特定非営利活動法人〇〇他 3法人が実施した事業が

市民にとって役に立ったか、事業者に改善すべき点は

なかったかについて、豊橋市が、利用者に対して直接

アンケートを実施し、またアンケート結果を部署内で
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共有し、翌年度以降の改善の要否の検討につなげるべ

きであると考える。 

福祉部 

障害福祉課 

指摘 B 4- 7 地域活動支援センター事業委託料（ 4月分）

（特定非営利活動法人□□） 

利用人数の制限について 

豊橋市地域活動支援センター事業実施要綱第 6条

(2)イでは、１日当たりの実利用人数は、20名「未

満」を上限とすることになっている。 

この点につき、 4月の利用状況報告書を確認したと

ころ、利用者が20名の日が 3回あった。 

利用人数の制限は、利用者に提供するサービス水準

等を低下させないためのものであり、利用人数の制限

を超える場合には、豊橋市として当該サービス水準を

低下させないよう、より適切に利用状況について管理

する必要があると考える。 

福祉部 

障害福祉課 

指摘 B 4- 8 地域活動支援センター事業委託料（ 4月分） 

（特定非営利活動法人◎◎） 

利用者の確認について 

豊橋市は、地域活動支援センター事業を、複数の場

所で複数の事業者に委託している。 

また、毎月の委託料を事業者に支払う際、利用の事

実を確認するため、事業者から、利用者ごとの利用確

認書の提出を求めており、当該利用確認書には利用者

確認欄を設け、事業者を通して、センターを利用した

日にちや時間の確認を利用者に求めている。 

この点につき、特定非営利活動法人◎◎から提出さ

れた利用確認書には、ボールペンによる簡単なチェッ

クがなされているのみであり、利用者の押印やサイン
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は確認できず、利用の事実が確認できなかった。 

他の特定非営利活動法人から提出される利用確認書

には、押印やサインがあり、特定非営利活動法人◎◎

から提出される利用確認書についても、利用の事実を

確認するため、改善が必要であると考える。 

福祉部 

生活福祉課 

意見 B 5- 1 民間奉仕活動助成事業補助金及び民生委員

児童委員協議会活動費補助金 

民生委員児童委員協議会の歳入歳出決算（会計報告）

について 

民生員児童委員協議会（以下「協議会」という。）

は、市から補助金等の交付を受けた際、市に対して補

助事業等実績報告書を提出し各補助対象の事業におけ

る歳入歳出決算及び活動実施報告をしている。さらに

毎年度、協議会は歳入歳出決算（会計報告）を市に提

出し、歳入、歳出及び繰越金残高についても報告して

いる。 

これらの報告金額は、協議会事務局が作成した会計

報告すなわち決算書に基づくものであって、市による

チェック又は検証が行われていない。補助金の使途の

適正性を確保する観点から、会計報告に対する定期的

な監査を実施することが望ましい。 

福祉部 

生活福祉課 

意見 B 5- 2 生活保護費 4月支給分（窓口支給） 

窓口支給する現金の残高管理について 

生活保護費の支給は、ほとんどが口座振込である

が、銀行口座を持っていない場合等、様々な事情を抱

える受給者については、少数ではあるものの窓口で現

金支給を行っている。また、当該現金は、受給者ごと

に封筒に入れ、封印し、実際に受渡した都度、支給対
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象者リストで消込をしている。さらに、支給日に窓口

に来られなかった受給者の現金入り封筒については、

金庫で管理している。 

当該現金入り封筒を管理するにあたり、生活福祉課

では、取り扱う職員を役職者に限定し、複数人で管理

するなど様々な対策を行っているが、支給対象者リス

トのうち未渡し分と、実際の現金入り封筒が一致して

いることを定期的に確認することはなされていなかっ

た。 

この場合、万一、管理資料と実際の現金入り封筒と

が不一致となっていても、長期間、発見できないこと

となる。 

したがって、少なくとも週 1回は、複数人で管理資

料と金庫の中にある実際の現金入り封筒との一致を確

認することが望ましいと考える。 

福祉部 

生活福祉課 

指摘 B 5- 3 令和 6年度レセプト管理システム（クラウ

ド）利用料 

支出金額の妥当性について 

他の自治体でも当該システムを利用しているとのこ

とであり、契約前に、他の自治体から支出額の情報を

入手し、豊橋市として金額の妥当性を確認しているか

を質問したところ、自治体により利用しているサービ

ス項目、レセプト件数等が異なるため確認をしていな

いとのことであった。 

しかし、当該システムを利用し続ける限り、システ

ムベンダーとの間で一者随意契約を締結し続けること

となり、契約価額は他ベンダーへのシステム切替えが

容易でないことが通常であるからベンダー側の見積り
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に沿って決定されることとなる。したがって、完全に

同一の利用条件の自治体はなかったとしても、目安と

して契約前に類似規模の市を中心に他の自治体から情

報を入手するとともに、所管課内で情報を共有して、

支出額の妥当性を検討すべきであったと考える。 

福祉部 

生活福祉課 

意見 B 5- 4 令和 6年度民生委員児童委員報償費（令和 

6年10月分～令和 7年 3月分） 

各地区における民生委員の定数について 

民生委員（民生委員は児童委員を兼務しているため

通常は「民生委員児童委員」と呼ばれる）は、地域活

動や訪問活動などの機会を通じて担当地区内の実態を

把握し、援助を必要としている住民の相談に応じ、福

祉サービスの利用支援や情報提供、行政や関係機関へ

の橋渡しを行う。令和 6年度において、市内37地区に 

8～26人の民生委員が配置されている。 

民生委員に対しては、各年度に一律の報償費が支給

され相談・支援件数又は活動日数により加算されるこ

とはない。令和 5年度の「民生児童委員活動状況報告

書」によると、各地区の年間の相談・支援件数を人員

数で除した 1人当たり取扱件数は、 0.1～77.9件であ

った。同様に、 1人当たり訪問・連絡活動件数は、

17.4～325.2件、 1人当たり活動日数は、41.0～173.6

日と地区間でばらつきが見られた。 

民生委員児童委員の定数は市の細則で定められ、定

年の見直しは主に一斉改選に合わせて 3年に 1回行わ

れるとのことであるが、次回改選の際には地区間で民

生委員の負担にばらつきがなるべく生じないような見

直しをすることが望ましい。 
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福祉部 

生活福祉課 

意見 B 5- 5 生活困窮者一時生活支援費等給付（令和 6

年10月分） 

一時生活支援費等の日額について 

平成27年 4月から施行された生活困窮者自立支援法

に定める生活困窮者居住支援事業の一環として、市

は、生活費等の支援として制度利用者に対し 1日当た

り 1,200円を支給している。当該金額は、国の制度趣

旨に沿って市が定めた要綱に規定されており制度開始

以降、一度も改定が行われていない。 

昨今の物価状況からすると将来的に改定が必要とな

ることも考えられ、金額設定は市の裁量に基づくとは

いえその逸脱又は濫用は認められない。改定の際は、

その改定金額の妥当性について検討過程を文書として

残すことが望ましい。 
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3 計画と実績の比較に基づく監査の結果の指摘と意見の一覧 

（健康・医療事業）                 ※下線：強調箇所 

部署名 区分 第 5章 第 4：番号・標題・内容 

健康部 

保健医療企

画課 

意見 C 1- 1 令和 6年度 医療機関予防接種医務委託（ 9

月分） 

委託料の合理性について 

豊橋市は、豊橋市医師会との契約にあたり、予防接

種委託料を積算している。当該積算方法を確認したと

ころ、ワクチン代（平均単価）に、保険診療としての

診察料や注射技術料、乳幼児加算等の診療報酬額を合

算し、その合算額に対して、消費税率を乗じて積算し

ていた。 

予防接種委託料はあくまで自費診療であり、参考と

しての積算であることは理解しているが、保険診療と

しての診療報酬額は、本来非課税であり、より合理的

な積算をするならば、診療報酬相当額については非課

税として積算することが望ましいと考える。 

健康部 

健康増進課 

指摘 C 2- 1 保健衛生システムサービス利用 

契約相手先の確認について 

上記事業の実施に関連して、豊橋市では、〇〇株式

会社の部長とサービス利用契約書を締結している。 

通常、部長は使用人であり、会社の代表者ではない

ため、当該使用人に代表権が付与されていることを確

認したかについて質問したところ、代表権が付与され

ているかは確認していないとのことであった。 

代表権の有無が不明な者と契約した場合、当該業務

契約の有効性に疑義が生じるとともに、万一、業務が

実施されない場合には、〇〇株式会社に業務遂行の主

張ができず、市民のための業務が実施できないおそれ
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がある。 

したがって、代表取締役以外の者と契約を締結する

場合には、代表権の付与の有無を確認した後に締結す

る必要があると考える。 

健康部 

健康増進課 

指摘 C 2- 2 がん及び各種検診（肝炎、眼科）委託（ 6月

分） 

個人情報の取扱いについて 

 豊橋市は一般社団法人〇〇に業務委託しており、実

際の検査及び検診は一般社団法人〇〇の構成員である

各医師がそれぞれ属する市内の医療機関が実施してい

る。 

豊橋市と一般社団法人〇〇との間で締結されている

業務委託契約書第 4条には、再委託の制限として、「受

託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は

請け負わせてはならない。ただし、受託者は、あらか

じめ発注者の書面による承諾を得たときは業務の一部

を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。」

旨の記載があるが、発注者としての豊橋市が、再委託

を承諾した旨の書類は確認できなかった。 

また、豊橋市と一般社団法人〇〇との間で締結され

ている業務委託書の個人情報取扱特記事項第 2 条 5 項

においては、受託者は業務に関して知り得た個人情報

の秘密を保持する旨の誓約書を業務を従事する者から

提出を受け、豊橋市に書面により報告するとしてい

る。 

実際の検査及び検診は、市内の多数の医療機関によ

り実施されており、その業務に関連して個人情報が取

り扱われていることから、各医療機関に個人情報取扱
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従事者が存在していると考えられるが、豊橋市は、宣

誓書の別紙として添付されている個人情報取扱従事者

名簿の網羅性について確認していない。実際の業務を

行う各医療機関において個人情報の流出が発生する可

能性に留意し、各医療機関の個人情報取扱従事者を明

確にする必要があると考える。 

健康部 

健康増進課 

指摘 C 2- 3 資源化センター余熱利用施設（りすぱ豊橋）

指定管理料 

履行確認について 

指定管理者である穂の国健幸づくりパートナーズの

代表企業である〇〇株式会社と取り交わしている協定

書第23条においては、指定管理者は「毎年度終了後30

日以内に事業報告書を提出し、豊橋市の確認を得なけ

ればならない」と記載されているが、指定管理者から

の事業報告書の提出日は、令和 7年 5月20日となって

いる。次年度以降の施策の検討のためにも、指定管理

者に対して、事業報告書の提出期限を遵守するように

指導すべきであると考える。 

 また、管理運営仕様書第 5章 1（1）において、「統

括責任者及び副統括責任者を定め、開館期間中は統括

責任者又は副統括責任者のいずれかが常駐すること」

と記載されているが、開館期間中に統括責任者又は副

統括責任者のいずれかが常駐されていることを確認し

ている書類は作成されていなかった。必要と判断し仕

様書に記載した事項については、当該事項が遵守され

たことを確認する必要があると考える。 

健康部 

健康増進課 

意見 C 2- 3 資源化センター余熱利用施設（りすぱ豊橋）

指定管理料 
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ア 計画と実績の比較分析について 

豊橋市は、指定管理者である穂の国健幸づくりパー

トナーズの代表企業である〇〇株式会社から、毎年、

事業計画書及び事業報告書の提出を受け、当該報告等

に基づき施設の利用状況等のモニタリング評価を実施

している。 

しかし、当該モニタリング評価においては、前年度の

利用者数との比較により評価を実施しているのみで、

計画（目標）と実績との比較による評価を実施してい

ない。計画（目標）と実績との比較分析を行い、次年

度の計画（目標）や市の政策との適合性について検討

することが望ましいと考える。 

 

イ 暴力団等排除に係る解除条項 

指定管理者募集時には応募団体の役員について暴力

団排除に関する合意書に定める排除要件に該当するか

否かについての確認を実施しているが、それ以降は代

表者の交代に係る情報以外の役員の就任等の情報を収

集しておらず、暴力団排除に関する合意書に定める排

除要件に該当するか否かについての確認を実施してい

ない。 

募集時以降においても、指定を受けた団体の役員の

変更についての情報を収集し、暴力団排除に関する合

意書に定める排除要件に該当するか否かについての確

認を実施することが望ましいと考える。 

健康部 

こども保健

課 

指摘 C 3- 1 子どもの口腔ケア啓発企画で使用するツール

単純増刷業務 

相手先の確認について 
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上記事業の実施に関連して、豊橋市では、株式会社

〇〇と豊橋市健幸なまちづくりパートナーシップを締

結している。 

そこで、相手先との締結状況を確認したところ、パ

ートナーシップ締結の相手先は、株式会社〇〇の執行

役員であった。 

通常、執行役員は使用人であり、会社の代表者では

ないため、当該使用人に代表権が付与されていること

を確認したか質問したところ、確認していないとのこ

とであった。 

代表権の有無が不明な者と契約した場合、当該業務

の有効性に疑義が生じるとともに、万一、事業が実施

されない場合には、株式会社〇〇に事業遂行の主張が

できず、市民のための事業が実施できないおそれがあ

る。 

したがって、取締役等と契約を締結する場合には、

代表権の付与の有無を確認した後に締結する必要があ

ると考える。 

健康部 

生活衛生課 

指摘 C 4- 1 食品衛生相談等業務委託（前期分） 

委託した事業内容の確認について 

契約時に締結する委託業務実施要綱には、委託する

事業として、以下が定められていた。 

(1) 食品衛生責任者実務講習会 

(2) 食品営業許可新規開設者衛生講習会 

(3) 許可継続営業者衛生講習会 

(4) 食品衛生相談事業 

(5) 巡回指導事業 

(6) HACCP相談指導事業 
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上記につき、「(4) 食品衛生相談事業」「(6) HACCP相

談指導事業」について、豊橋市として相談内容や指導

内容をどのように把握しているか確認したところ、報

告書は入手しておらず、ヒアリングしているとのこと

であった。 

また、「(5) 巡回指導事業」について、どの営業施設

を巡回したかを確認したところ、委託業者が提出した

業務実施報告書には記載がなかった。 

本来は、委託業務実施要綱に基づいた業務が実施さ

れたかについて、委託業者から相談内容や指導内容が

含まれた業務実施報告書を入手し、内容確認するとと

もに、課内で共有し、次年度以降の業務に活用する必

要があると考える。 

健康部 

生活衛生課 

指摘 C 4- 2 食品営業システム改修（食品衛生監視票変

更）業務 

委託した事業内容の確認について 

契約締結時に添付する仕様書には、「改修対象部分の

操作方法についてマニュアルを作成し、職員に研修を

行うこと。」となっていたが、当該マニュアルや研修の

事実が確認できなかった。 

この点につき質問したところ、本改修においては操

作方法等に変更がなかったため、マニュアルが不要で

あり、事前の打ち合わせで確認していたとのことであ

った。 

本契約は、システム改修による一者随意契約であり、

本来は、事前打ち合わせ時に仕様書の記載内容につい

ても打ち合わせを行い、不要な項目がある場合には削

除する必要があったと考える。 
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健康部 

生活衛生課 

指摘 C 4- 3 リアルタイムPCR保守点検業務（令和 6年

度） 

再委託を含めた実施体制の確認について 

リアルタイムPCR保守点検業務について、豊橋市は、

対象機器の販売代理店に委託しているが、実際の保守

点検業務は、販売代理店を通して、対象機器の製造業

者が実施している。 

この点につき、製造業者との直接契約による支出削

減の余地がないかを確認したところ、保守点検は販売

代理店を通じてのみ提供されるため、直接契約はでき

ないとのことであった。 

また、業務委託契約書第 4条（再委託の制限）に

は、「受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託

し、又は請け負わせてはならない。ただし、受託者

は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは

業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせること

ができる。」と定められているため、販売代理店から製

造業者への再委託について、豊橋市として承認してい

るか確認したところ、再委託の承認はしていないとの

ことであった。 

本来は、販売代理店への委託時に、再委託を含めた

実施体制を確認し、再委託申請・承認の手続きを行う

べきであったと考える。 
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4 業務フローに基づく監査結果の指摘と意見の一覧 

（生活保護事業）                  ※下線：強調箇所 

部署名 区分 第 6章 第 2：番号・標題・内容 

福祉部 

生活福祉課 

意見 D 1- 1 生活保護事業の業務フローに基づいて、監査

を実施した結果は、以下のとおりである 

ア 一覧による家庭訪問調査の進捗状況確認について 

生活福祉課では、26名のケースワーカーが、定期的

に家庭訪問調査を行い、居住実態等を確認している。 

この点につき、各ケースワーカーの家庭訪問の進捗

状況を、担当課としてどのように把握しているか確認

したところ、生活保護受給世帯ごとの紙媒体のファイ

ル（ケースファイル）に保護決定調書やケース記録、

収入申告書等を保管し、この中で、定期訪問の状況も

個別に管理しているとのことであった。 

家庭訪問の調査対象世帯は2,208世帯数あり、属人

的にならないよう、現状の方法に加えて、担当課とし

て調査の進捗状況を一覧的に把握することが望ましい

と考える。 

 

イ 訪問時の業務の標準化について 

生活福祉課では、26名のケースワーカーが、定期的

に家庭訪問調査を行い、居住実態等を確認している。 

この点につき、訪問時にどのような質問をしている

か確認したところ、具体的な質問表はないとのことで

あった。 

質問すべき項目は、生活保護の受給者ごとに異なる

とは推測するが、ケースワーカーの経験年数等も様々

であることを踏まえ、属人的にならないよう、訪問時

に少なくとも質問・確認すべき項目は質問表等として
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まとめ、業務を標準化することも有用であると考え

る。 

 

ウ 生活保護の不正受給の通報窓口について 

生活保護の不正受給について、不正受給が発覚した

場合には、豊橋市は厳格な対応を行っている。ただ、

不正受給について、専用の通報窓口の有無を確認した

ところ、担当課としての全般的な問い合わせ窓口はあ

るものの、専用窓口はないとのことであった。 

この点につき、例えば、千葉市では、生活保護の不

正受給についての窓口をHPに設け、不正受給に関する

情報をWEBでも受け付けている。 

（出典：

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/hogo/huse

ijyukyutsuhou.html） 

豊橋市のHP上に専用窓口を設けること自体により、

不正受給に対する牽制効果や抑止力が期待できるた

め、検討が望ましいと考える。 

 

エ 課税調査について 

生活福祉課では、年に 1回、生活保護費の受給者の

課税調査を行っている。また、課税調査の調査対象世

帯数は2,225世帯ある。 

また、調査方法を確認したところ、各ケースワーカ

ーごとに、担当している受給者の生活保護課税台帳調

査書を印刷し、調査しているとのことであった。 

この点につき、万一、印刷もれがあった場合、調査も漏れ

てしまうこととなる。したがって、印刷もれによる調査もれ等を
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防止するため、例えば、一括で当該調査書を印刷し、各ケ

ースワーカーに配布すること等の工夫も有用であると考え

る。 

 

オ 他法他施策について 

生活保護費は、生活保護法に基づき支給が行われる

が、老人福祉法や児童福祉法など別途の措置が行われ

る場合、生活保護費の支給については廃止される。ま

た、重複支給とならないよう、他法他施策の有無につ

いて確認する必要がある。 

この点につき、当該確認方法を質問したところ、各

ケースワーカーが個別に対応しているとのことであっ

た。 

重複支給の有無を確認すべき担当課は、以下のとお

り多岐にまたがるため、各ケースワーカーが属人的に

実施せず、例えば年 1回、各課のデータをすり合わせ

る仕組みを構築することが有用であると考える。 

①国保年金課 

②長寿介護課 

③障害福祉課 

④生活福祉課 

⑤子育て支援課 

⑥健康増進課 

⑦学校教育課 

⑧保健給食課 

 

カ 廃止後手続について 

就労等により、生活保護費の支給から外れ、自立で

きた者は、生活保護の廃止後手続を行う必要がある。 

この点につき、廃止後手続の内容を確認したとこ

ろ、手続きすべき担当課は、以下のとおり多岐にまた

がっていた。 
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担当課 項目 手続期限 

国保年金課

（ 1F） 

国民保険加入・限度額

認定の手続き 

当月 

国保年金課

（ 3F） 

（後期高齢者

医療保険） 

後期高齢者医療保険加

入・限度額認定証・マ

ル福受給者証の手続き 

当月 

国保年金課

（ 1F） 

国民年金減免申請 当月 

子育て支援課 子ども医療・母子医療 当月 

長寿介護課 居住費・食費の軽減の

申請 

（特別養護老人ホー

ム、老人保健施設、シ

ョートステイ、療養型

病院の利用者） 

当月 

住宅課 市営住宅の家賃減免の

申請 

申請翌月

より 

学校教育課 就学援助を利用する場

合 

申請翌月

より 

障害福祉課 自立支援の書き換え・

マル障受給者証の手続

き 

当月 

 手続期限が当月の場合も多く、手続きを行う市民の

負担を軽くするため、必要書類の様式の見直しや、書

類の回付方法の見直しなどについて、検討の余地があ

ると考える。 
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キ 生活保護事務の効率化について 

社会福祉法第16条では、以下の通り、ケースワーカ

ー 1人当たりの担当世帯数は80世帯が標準とされてい

る。 

社会福祉法 

（所員の定数） 

第十六条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業

を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号

に掲げる数を標準として定めるものとする。 

： 

二 市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が

二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八

十を増すごとに、これに一を加えた数 

一方、豊橋市では、1人当たりの担当世帯数が84世

帯と、法律の基準を超過しており、職員の負担が過剰

になっているのが現状である。 

また、こうした状況において、生活福祉課では業務

改善ノミネート事例報告シート等を用いて、業務効率

化を検討している。 

ただ、生活福祉課が作成している「新任ケースワー

カーのためのマニュアル」を確認したところ、ケース

ワーカーとして、次ページのとおり、様々な業務を実

施していた。 

特に、その他のサブ業務や、毎月行っている定例の

通知の印刷・封入作業など、外部委託が可能な業務は

アウトソーシングによる効率化を図り、ケースワーカ

ーとしての本来業務に集中するための環境整備が必要

であると考える。 
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5 業務フローに基づく監査結果の指摘と意見の一覧 

（総合老人ホーム）                 ※下線：強調箇所 

部署名 区分 第 6章 第 3：番号・標題・内容 

総合老人ホ

ーム 

指摘 E 1- 1 総合老人ホームの業務フローに基づいて、監

査を実施した結果は、以下のとおりである 

ア 介護報酬の請求漏れについて 

2024年 9月分として愛知県国民健康保険団体連合会

に請求した内、「市町村の認定変更が未決定」として

返戻（保留）となっていた48,467円について、翌月以

降の請求処理が漏れていた。 

請求が可能な期間内に、再請求をする必要がある。 

 

イ 預り預金通帳の残高にかかる報告について 

豊橋市総合老人ホームつつじ荘では、「豊橋市総合

老人ホームつつじ荘預り金等管理規程」に基づき、入

所者の預り金（預金を含む）の管理を行っており、同

規程 4条 2項には、「所長は、生活相談員が作成した

残高調書を預金通帳で確認した後、入所者又は家族若

しくは身元引受人に、 3ケ月に 1回報告する」ことが

定められている。 

 当該規程に基づき、豊橋市総合老人ホームつつじ荘

では、入所者から預かった預金通帳がある場合、その

残高及び入出金情報について、 3ケ月に 1回、入所者

又は家族若しくは身元引受人に、預り金明細書を添付

して報告を行っている。 

 サンプルで預り金明細書及び預金通帳を閲覧し、報

告の適切性について確認した。 

 結果、今回のサンプルとして抽出した預り金明細書

において、入出金記録の掲載漏れが発見された。本来
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は、報告月の月末日までの入出金情報を掲載するとこ

ろ、月末日以前に記帳を行った預金通帳をもとに預り

金明細書を作成したため、当該記帳日から報告月の月

末日までの入出金記録の掲載が漏れたものである。 

預り金等については、豊橋市総合老人ホームつつじ

荘において適正な管理を行う義務があり、預金通帳の

入出金情報の入所者又は家族若しくは身元引受人への

報告も当該管理の一環であるといえる。このため、入

出金額の多寡にかかわらず網羅的な報告が必要と考え

る。 

総合老人ホ

ーム 

意見 介護報酬返戻の管理について 

監査の結果（指摘）アに記載のとおり、返戻となっ

た介護報酬の再請求が漏れていた。これは、返戻とな

った介護報酬の再請求が担当者の認識に依存していた

ことによるものである。 

そのため、返戻等の再請求が必要な情報を一覧表に

より管理し、次月以降の愛知県国民健康保険団体連合

会への請求時に資料として添付するなど、請求漏れが

ないように管理する方法を採用することが求められ

る。 

 

6 システムの管理体制の監査結果の指摘と意見の一覧 

                 

指摘及び意見はない。 
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7 契約事務における不適正な事務処理についての監査結果の指摘と意見の一

覧                         ※下線：強調箇所 

部署名 区分 第 7章：番号・標題・内容 

複数課 指摘 F 1- 1 契約事務の公正性 

契約事務の公正性確保について 

選定したテーマに関連した部署においても、不適正

な事務処理があることを確認した。 

また原因としては、各部署が、見積合わせや一者随

契等の随意契約に係る規定の理解が不十分なまま、緊

急性や特殊性を理由に、不適正な事務処理を慣例化さ

せていたためであった。 

不適正に見積合わせの体裁を整えることは、契約事

務の公正性を損ねることになり、断じて行うべきでは

ない。 

今回の事例を受けて、豊橋市としても、次の再発防

止策を講ずることとしている。 

(1) 緊急又は特殊な施工をする必要が生じた場合の

契約手続きについて、規定を明確に定める。 

(2) 見積合わせにおける事業者の選定、見積書の受

領、発注等の事務手続きについて、複数人でチェッ

クする体制や仕組みを整備する。 

(3) 上記契約に係る規定や仕組みについて、庁内通

知で周知を図るとともに、正しい契約手続きが理解

されるよう、全職員に対し研修を実施する。 

上記の再発防止策につき、(1)の緊急性や特殊性に

ついては、例えば、空調設備の故障の場合、速やかに

当該設備を設置した事業者に修繕を依頼し、故障を直

すことは、利用する市民としても望ましく、一者随契

による事務手続きは合理的である。ただ、この場合
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に、担当部署として一者随契の事務手続きの煩雑さは

ないか、安易に緊急性や特殊性が必要と判断すること

がないかを考慮する必要があると考える。 

また、(2)の複数人によるチェックや、(3)の研修に

ついては、見積書の受け取り時に、正しい契約手続き

を理解した担当者が、複数人で対応することにより、

今回のような事例を防止できると考える。 

加えて、例えば豊橋市の HP 上に、不適正な契約事

務についての専用窓口を設けることにより、結果とし

て牽制効果や抑止力も期待できるため、検討が望まし

いと考える。 

いずれにしても、豊橋市が講ずる再発防止策は、今

後の同様な事例の防止に効果が期待できるため、速や

かに実行に移す必要があると考える。 

 

※ 契約事務における不適正な事務処理について監査

を実施した令和 7年10月以降、報告書日現在におい

て、豊橋市として再発防止策を実行している。 

 今後においても、複数人によるチェックや研修の定

期的な実施など、再発防止策の運用が適切に行われて

いるかについて、継続的に事後検証を行う必要がある

と考える。 
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第 4章 計画と実績の比較に基づく監査の結果 

 

第 1 主な監査手続 

 

 豊橋市では、「一般会計予算説明書」において、各事業の予算金額や計画人

数、計画回数等を記載している。 

 また、予算公表時に、わかりやすく予算を説明するため、予算説明書以外

に、別途、「豊橋市予算の見どころ」を公表している。 

このため、これらの資料を参考に、計画（予算）と実績（成果）を比較

し、当初計画した事業の実績がどうだったか、計画（予算）と実績（成果）

を比較し確認した。 

 

なお、地方自治法第233条第 5項の規定によって作成する書類であり、その

年度の主要な施策や事業の成果を説明するものとして、豊橋市としては、令

和 5年度と令和 6年度の 2年間の実績を比較した「主要施策成果報告書」を

作成している。 

地方自治法  

（決算） 

第233条 

： 

5 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付

するに当たっては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を

説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 

 

加えて、豊橋市では、令和 3年度から10年にわたる第 6次豊橋市総合計画

の年次報告として、令和 3年度から年度ごとの推移を記載した「政策分析報

告書」を作成している。 

監査手続を実施するにあたり、これらの「主要施策成果報告書」及び「政
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策分析報告書」も参考にした。 

  改めて、監査手続実施にあたり、参考にした資料は以下のとおりである。 

資料名 補足 

ア 一般会計予算説明書 各事業の予算金額や計画人数、計画回数等

を記載した資料 

イ 豊橋市予算の見どころ 予算をわかりやすく説明するための資料 

ウ 主要施策成果報告書 過去 2年間の実績を比較した資料 

エ 政策分析報告書 令和 3年度から年度ごとの推移を記載した

資料 

 

 

第 2 （福祉事業）計画と実績の比較に基づく監査の結果 

 

福祉事業について、令和 6年度の予算策定時に計画した事業について計画

と実績を比較し、著しく差異ある事業について、監査を実施した。 

結果、指摘及び意見はない。 
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第 3 （健康・医療事業）計画と実績の比較に基づく監査の結果 

 

健康・医療事業について、令和 6年度の予算策定時に計画した事業につい

て計画と実績を比較し、著しく差異ある事業について、監査を実施した。 

結果は、以下のとおりである。 

 

A 1- 1 25歳・35歳への無料歯周病検診について 

 

(1) 事業の概要 

 歯周病検診の充実事業 

 

(2) 回答部署：健康増進課 

 

(3) 計画と実績の比較 

 豊橋市は、予算公表時に、わかりやすく予算を説明するため、予算説明書

以外に、別途、「豊橋市予算の見どころ」を公表している。また、当事業は、

「豊橋市予算の見どころ 令和 6年度」のP47に記載されている。 

 当事業の事業費の内訳について、令和 6年度の予算策定時の計画と実績を

比較したところ、以下となっていた。 

年齢 
（計画） 

対象者数 

（実績） 

受診者数 
受診率 

25歳 4,038人 8人 0.2％ 

35歳 3,896人 20人 0.5％ 

 7,934人 28人 0.4％ 
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(4) 監査の結果（意見） 

ア 事業の途中経過の把握と対応について 

 25歳・35歳の市民への無料の歯周病検診の受診率が低かったため、理由を

確認したところ、限られた予算の中で、受診券の個別通知を行うために必要

となる保健衛生システムの改修は実施せず、事業の周知を、豊橋市ホームペ

ージへの掲載・広報とよはしでの周知・公施設へのポスター掲示・市内事業

所への事業案内で行い、申込制として対応したためとのことであった。 

 「予算の見どころ」は、豊橋市として、各種の事業計画のうち、特に市民

に説明するための公表物であり、本来は、年度途中に事業の経過を把握し、

状況が芳しくない場合には、別の対策を検討するなどの対応が必要であった

と考える。 

 

イ 予算の積算と補正について 

 令和 6年度の歯周病検診の充実事業予算は4,650,430円であり、内訳は以下

となっている。 

 予算 

25歳・35歳の市民への無料の歯周病検診 4,172,400円 

20歳・30歳の未受診者への個別推奨 478,030円 

予算合計 4,650,430円 

上記のうち、25歳・35歳の市民への無料の歯周病検診に伴う支出は120,120

円であり、4,052,280円の予算が余っていた（4,172,400円－120,120円＝

4,052,280円）。 

 本来は、上記アに記載のとおり、事業の途中経過を把握し、対策を検討す

ることで、計画した事業を実施することが望ましいが、当初予算の積算段階

で多く見積もっていなかったかも検討し、予算を補正し、市民のために他の

事業を充実させることも検討の余地があったと考える。 

 なお、令和 7年度も同様の事業を計画しているが、予算としては214,500円
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（50人分）となっており、周知方法は令和 6年度と同様の方法をとっている

とのことであった。 

なお、ホームページの一部抜粋は、次のとおりである。 

（出典：

https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/10519/R6midokoro.pdf） 
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A 1- 2 地域活動事業費について 

 

(1) 事業の概要 

市民が健康の大切さに気づき、日常生活に健康づくりを取り入れることが

できるよう、運動プログラムの提供や、校区別ウォーキングマップを地域住

民と作成し、地域主体の健康づくり活動のサポートを行う事業 

 

(2) 回答部署：健康増進課 

 

(3) 計画と実績の比較 

 主要施策成果報告書を確認したところ、次のとおり、地域活動事業費とし

て予算計上し、実施を計画していた校区対抗ウォーキングチャレンジマッチ

が中止となっていた。 

（出典：令和 6年度 主要施策成果報告書） 

 令和 5年度 令和 6年度 

健康な地域づくり事業などの参加者数 6,105人 2,949人 

校区対抗ウォーキングチャレンジマッチ 52校区 

3,640人 

中止 
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(4) 監査の結果（意見） 

予算の積算と補正について 

 校区対抗ウォーキングチャレンジマッチが中止になった理由を確認した。 

結果、令和 5年度の予算要求時には実施を計画していたものの、参加自治

会は、役員の改選や年間計画の策定を 3月～ 4月に行うため、豊橋市として

も、役員が新体制となった 4～ 5月に参加自治会に参加の意向を調査し、そ

の結果、 6月に中止を決定したとのことであった。また、代わりに地域のイ

ベント開催時に利用できる健康づくりに関するプログラム内容を追加したと

のことであった。 

ただ、校区対抗ウォーキングチャレンジマッチに関する予算は206,000円余

ったとのことであった。 

 この点につき、参加自治会の意向を基に、計画していた事業の実施の要否

を柔軟に検討することは大切であると考えるが、一方で、翌年度に自治会の

意向が見直される可能性がある場合には、実績や展望を基にできる限り確実

性のある予算を積算することが望ましいと考える。 

また、自治会の意向が定まり、新年度の早い段階で事業の中止を決定する

場合には、予算を補正し、市民のために他の事業を充実させることも検討の

余地があると考える。 
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第 5章 支出データに基づく監査の結果 

 

第 1 主な監査手続 

 

主な監査手続として、以下を実施した。 

 

1 総務管理費・社会福祉費・老人福祉費・生活福祉費・保健衛生費・後

期高齢者医療特別会計の支出データを入手し、分析を行うとともに、監

査対象となる案件と、質問事項の洗い出し 

 

2 ヒアリング前の事前照会として、洗い出した質問事項への回答を各部

局に依頼 

 

3 質問事項について、各部局から回答を入手し、分析を行うとともに、

各部局へ関連資料の提出を依頼 

 

4 質問事項への回答に加え、各部局から提出された関連資料に基づき、

追加質問を行うとともに、関係法令等への準拠性の検証、内部管理文書

等の閲覧、証拠書類との突合等 
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第 2 監査対象案件の抽出基準と監査対象案件 

 

支出データに基づく監査を実施するにあたり、監査対象年度を中心とした

データを入手し、次の抽出基準に基づき監査対象案件を抽出し、監査を実施

した。 

 

1 監査対象案件の抽出 

(1) 抽出の母集団データ 

 抽出の母集団は、「総務費」「民生費」「衛生費」「後期高齢者医療特別会

計」のうち、以下の支出データである。 

 

・総務管理費のうち、人事管理費 

・社会福祉費 

・老人福祉費 

・生活福祉費 

・保健衛生費のうち、以下の支出データ 

  ・保健衛生総務費 

  ・健康づくり費 

  ・たばこ対策費 

  ・疾病対策費 

  ・感染症対策費 

  ・保健医療体制費 

  ・災害時医療体制費 

  ・環境衛生対策費 

  ・食品安全対策費 

  ・食肉検査費 

・後期高齢者医療特別会計 
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(2) 抽出方法 

抽出の母集団としたデータから、支出内容や金額等を基に、様々な取引形

態や処理方法による取引が対象サンプルとして抽出されるよう、任意に抽出

した（特定のリスク要因を識別して選定したものではない。）。 

 

なお、サンプル抽出に基づいて監査対象を選定していることもあり、他の

取引についても留意し、再確認することが望まれる。 
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2 抽出した監査対象案件 

 

 前項の条件に基づき抽出した結果、以下の支出の調定を監査対象案件とし

た。 

（福祉事業） 

所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

福祉政策課 豊橋市成年後見支援センター運営業務（第１回） 6,475,425 意見 B 1- 1 

福祉政策課 豊橋市成年後見支援センター運営業務（不用額） 427,739 ― ― 

福祉政策課 包括的支援体制整備業務（第１回） 17,999,850 ― ― 

福祉政策課 包括的支援体制整備業務（第２回） 17,999,850 ― ― 

福祉政策課 包括的支援体制整備業務（不用額） 1,471,263 ― ― 

福祉政策課 令和６年度東三河広域連合監査指導事業費負担金（７

月期分） 

2,179,000 ― ― 

福祉政策課 令和６年度豊橋市総合福祉センター指定管理料（第１

回） 

14,488,000 ― ― 

福祉政策課 令和６年度豊橋市地域福祉センター指定管理料（第１

回） 

12,801,000 ― ― 

福祉政策課 令和６年度つつじが丘地域福祉センター管理運営事業

費補助金（第１回） 

4,901,000 意見 B 1- 2 

福祉政策課 令和６年度豊橋市社会福祉協議会活動費補助金（第４

回） 

16,622,000 ― ― 

福祉政策課 令和６年度豊橋市社会福祉協議会活動費補助金（不用

額） 

1,299,650 ― ― 

福祉政策課 豊橋市福祉事業会補助金（一般事務費） 13,521,000 ― ― 

福祉政策課 豊橋市福祉事業会補助金（一般事務費）（第４回） 4,609,500 ― ― 

福祉政策課 令和６年度 豊橋市遺族連合会補助金 1,000,000 ― ― 

福祉政策課 総合福祉センター空調更新（取替）修繕 85,030,000 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

福祉政策課 令和６年度東部老人会館運営費補助金（第２回） 2,054,000 ― ― 

福祉政策課 令和６年度東部老人会館運営費補助金（不用額） 208,016 ― ― 

福祉政策課 令和６年度豊橋市生活資金一時貸付金 4,500,000 ― ― 

福祉政策課 令和６年度生活資金一時貸付事務費補助金 525,000 ― ― 

福祉政策課 住民税非課税世帯支援給付金給付事業費 86,400,000 ― ― 

福祉政策課 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金給付事業費 14,400,000 ― ― 

福祉政策課 令和６年度豊橋市住民税非課税世帯等支援給付金（第

１回） 

6,000,000 ― ― 

福祉政策課 令和６年度豊橋市住民税非課税世帯等支援給付金（第

２回） 

219,600,000 ― ― 

福祉政策課 令和６年度豊橋市住民税非課税世帯支援給付金（第１

回） 

875,140,000 ― ― 

福祉政策課 令和６年度豊橋市住民税非課税世帯支援給付金（第２

回） 

14,900,000 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

国保年金課 障害者医療費 現物給付 令和６年２月診療分 ９，

５６４件 

69,775,487 ― ― 

国保年金課 国民年金システム標準化対応業務委託 18,810,000 ― ― 

国保年金課 精神・精神（全疾患）障害者医療費 現物給付 令和

７年１月診療分 合計１６，１０５件 

41,579,220 ― ― 

国保年金課 老人医療費の医療機関等返還金（医療法人 豊岡会） 13,108,000 ― ― 

国保年金課 令和６年度 後期高齢者医療システム運用支援業務 8,910,000 意見 B 2- 1 

国保年金課 後期高齢者医療システム標準化対応業務委託 38,366,020 ― ― 

国保年金課 令和６年度市町村療養給付費負担金 ４月期分 639,000,000 ― ― 

国保年金課 令和６年度市町村保険基盤安定負担金（前期分） 711,408,000 ― ― 

国保年金課 令和６年度市町村保険料負担金（３月期分） 798,974,598 ― ― 

国保年金課 令和６年度市町村保険料負担金（５月期分） 33,434,410 ― ― 

国保年金課 令和６年度愛知県後期高齢者医療広域連合市町村事務

費負担金（４月期分） 

20,323,000 ― ― 

国保年金課 令和６年度愛知県後期高齢者医療広域連合市町村事務

費負担金（７月期分） 

20,259,000 ― ― 

国保年金課 令和６年度愛知県後期高齢者医療広域連合市町村事務

費負担金（３月期分） 

13,881,056 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

長寿介護課 令和６年度趣味の教室開催事業委託業務（不用額が生

じたため） 

470,544 ― ― 

長寿介護課 令和６年度豊橋市老人クラブ連合会補助金 1,830,000 ― ― 

長寿介護課 令和６年度豊橋市老人クラブ連合会補助金（不要額が

生じたため） 

385,018 ― ― 

長寿介護課 令和６年度シルバースポーツブロック大会開催委託業

務（概算払い） 

600,000 ― ― 

長寿介護課 令和６年度健康で生きがいのあるまちづくり推進事業

委託業務（概算払い） 

1,079,550 ― ― 

長寿介護課 令和６年度健康で生きがいのあるまちづくり推進事業

委託業務（不用額が生じたため） 

360,070 ― ― 

長寿介護課 令和６年度東三河広域連合介護保険事業負担金（４月

期分） 

499,800,000 ― ― 

長寿介護課 令和６年度老人クラブ活動費補助金（２回目） 6,598,000 ― ― 

長寿介護課 令和６年度老人クラブ活動費補助金（不用額が生じた

ため） 

2,145,600 ― ― 

長寿介護課 ＩＣＴを活用したフレイル予防事業業務委託 1,189,980 ― ― 

長寿介護課 地域包括支援センター運営業務委託（第１回支払分） 195,425,000 ― ― 

長寿介護課 高齢者虐待防止ネットワーク運営業務 1,000,000 ― ― 

長寿介護課 フレイル検知サービス業務委託 1,298,000 意見 B 3- 2 

長寿介護課 訪問調査等業務委託料（豊橋市介護認定調査センタ

ー）４月分 

3,454,880 ― ― 

長寿介護課 訪問調査等業務委託料（豊橋市介護認定調査センタ

ー）３月分 

5,780,280 ― ― 

長寿介護課 豊橋市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託業務

（県営金田住宅シルバーハウジング）後期分 

2,122,000 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

長寿介護課 令和６年度シニアスポーツ振興事業委託業務 415,000 ― ― 

長寿介護課 在宅医療・介護連携推進事業（第１回支払分） 6,250,000 意見 B 3- 3 

長寿介護課 令和６年度 豊橋市認知症おかえりネットワーク事業

見守りＳＯＳ−ＤＢ業務 

132,000 ― ― 

長寿介護課 令和６年度軽費老人ホーム利用料補助金（軽費老人ホ

ーム若菜荘始め７施設）４月分 

13,381,300 ― ― 

長寿介護課 令和６年度軽費老人ホーム利用料補助金（軽費老人ホ

ーム若菜荘始め７施設）３月分 

13,980,700 ― ― 

長寿介護課 認知症初期集中支援チーム事業業務委託 9,800,000 意見 B 3- 5 

長寿介護課 豊橋市シルバー人材センター補助金（２回目） 12,290,000 ― ― 

長寿介護課 令和６年度 豊橋市高齢者活動センター指定管理料

（４回目） 

3,167,250 ― ― 

長寿介護課 令和６年度 豊橋市西川老人憩の家指定管理料（４回

目） 

522,500 ― ― 

長寿介護課 令和６年度 豊橋市東細谷老人憩の家指定管理料（４

回目） 

522,500 ― ― 

長寿介護課 令和６年度ケアハウスかなだ運営費補助金（後期） 8,000,000 ― ― 

長寿介護課 令和６年度 豊橋市老人福祉センター指定管理料（第

４回目） 

12,003,000 ― ― 

長寿介護課 令和６年度 豊橋市老人福祉センター指定管理料（第

４回目） 

1,065,000 ― ― 

長寿介護課 訪問調査等業務委託料（令和７年３月分） 7,837,250 ― ― 

長寿介護課 老人保護措置費 養護盲老人ホーム福寿園（４月分） 1,200,521 ― ― 

長寿介護課 クオカード 80,000 意見 B 3- 1 

長寿介護課 高齢者タクシー料金助成（令和６年５月分） 3,161,500 ― ― 

長寿介護課 運動教室開催業務委託（運動機能） 1,275,120 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

長寿介護課 クオカード 50,000 ― ― 

長寿介護課 高齢者タクシー料金助成（令和６年７月分） 4,075,000 ― ― 

長寿介護課 令和６年度長寿祝金 5,850,000 ― ― 

長寿介護課 令和６年度長寿祝金 100,000 ― ― 

長寿介護課 高齢者電車料金助成（令和６年１１月分） 467,950 ― ― 

長寿介護課 高齢者豊鉄バス料金助成（令和６年１１月分） 509,650 ― ― 

長寿介護課 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止

対策支援事業費補助金（簡易陰圧装置） 

2,918,000 意見 B 3- 4 

長寿介護課 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止

対策支援事業費補助金（家族面会室） 

2,420,000 ― ― 

長寿介護課 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止

対策支援事業費補助金（簡易陰圧装置） 

2,918,000 ― ― 

長寿介護課 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止

対策支援事業費補助金（家族面会室） 

2,420,000 ― ― 

長寿介護課 高齢者タクシー料金助成（令和７年３月分） 7,379,000 ― ― 

長寿介護課 地域包括支援センター運営業務委託費 返還分 6,083,982 ― ― 

長寿介護課 墓地埋葬法による葬祭業務（水川 永 分） 177,865 ― ― 

長寿介護課 墓地埋葬法による葬祭業務（杉浦 康夫分） 42,722 ― ― 

長寿介護課 令和６年度東三河広域連合介護保険事業負担金（７月

期分） 

999,600,000 ― ― 

長寿介護課 令和６年度東三河広域連合介護保険事業負担金（１月

期分） 

999,600,000 ― ― 



 

 120 / 187 

 

所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

障害福祉課 豊橋市障害者福祉会館指定管理委託料（第４四半期

分） 

8,975,000 指摘 

意見 

B 4- 2 

障害福祉課 令和６年度とよはし総合相談支援センター運営事業委

託業務（ピアカウンセリング業務） 

6,911,300 ― ― 

障害福祉課 令和６年度とよはし総合相談支援センター運営事業委

託業務（就労支援業務） 

6,336,420 意見 B 4- 3 

障害福祉課 令和６年度支給決定 梁瀬 達郎 身体障害者（児）

補装具費公費負担分 

151,050 ― ― 

障害福祉課 身体障害者用自動車改造費（上永吉 潤人） 100,000 ― ― 

障害福祉課 身体障害者用自動車改造費（神谷 裕之） 100,000 ― ― 

障害福祉課 障害者総合支援法指定事業所管理システム年間利用契

約 

1,122,000 指摘 B 4- 4 

障害福祉課 介護給付費 ４月審査分 376,568,381 ― ― 

障害福祉課 訓練等給付費 ４月審査分 322,162,917 ― ― 

障害福祉課 計画相談支援給付費 ４月審査分 17,450,235 ― ― 

障害福祉課 地域相談支援給付費 ４月審査分 340,212 ― ― 

障害福祉課 特定障害者特別給付費 ４月審査分 7,615,712 ― ― 

障害福祉課 障害児通所給付費 ４月審査分 216,136,941 ― ― 

障害福祉課 障害児相談支援給付費 ４月審査分 8,860,049 ― ― 

障害福祉課 令和６年度心身障害高校生奨学金及び入学準備金（５

月払い・三枝 星音以下１７名） 

977,500 ― ― 

障害福祉課 令和６年度心身障害高校生奨学金（１年生／１２月払

い／三枝 星音以下１７名） 

680,000 ― ― 

障害福祉課 地域活動支援センター事業委託料（４月分） 673,806 意見 B 4- 6 

障害福祉課 地域活動支援センター事業委託料（４月分） 997,566 意見 B 4- 6 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

障害福祉課 地域活動支援センター事業委託料（４月分） 1,614,914 指摘 

意見 

B 4- 7 

B 4- 6 

障害福祉課 地域活動支援センター事業委託料（４月分） 320,250 指摘 

意見 

B 4- 8 

B 4- 6 

障害福祉課 障害者タクシー料金助成券（６月分） 7,888,400 意見 B 4- 1 

障害福祉課 地域生活支援事業（日中一時支援）６月分（めぐみ） 785,255 意見 B 4- 5 

障害福祉課 地域生活支援事業（訪問入浴サービス）６月分（アー

スサポート豊橋） 

1,432,160 ― ― 

障害福祉課 地域生活支援事業（訪問入浴サービス）６月分（アサ

ヒサンクリーン） 

673,568 ― ― 

障害福祉課 地域生活支援事業（日中一時支援）６月分（にしぐち

学園） 

249,260 ― ― 

障害福祉課 文化芸術活動振興事業委託業務 404,800 ― ― 

障害福祉課 豊橋市障害者扶助料（５・６・７月分） 114,701,100 ― ― 

障害福祉課 訓練等給付費 ７月審査分 330,496,410 ― ― 

障害福祉課 自立支援医療（更生医療）費 社保６月分 28,305,449 ― ― 

障害福祉課 障害者タクシー料金助成券（７月分） 7,380,500 ― ― 

障害福祉課 障害者福祉システム標準化対応業務委託 71,728,360 ― ― 

障害福祉課 豊橋市障害者共同生活援助事業費補助金 7,983,491 ― ― 

障害福祉課 豊橋市重症心身障害者（児）等短期入所サービス提供

体制整備事業補助金 

3,420,000 ― ― 

障害福祉課 令第四十三条の五第六項高額障害福祉サービス等給付

費（新高額） 

1,154,046 ― ― 

障害福祉課 特別障害者手当（１１・１２・１月分） 27,362,700 ― ― 

障害福祉課 豊橋市障害者扶助料（１１・１２・１月分） 114,301,300 ― ― 

障害福祉課 豊橋市障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の 15,100,000 ― ― 



 

 122 / 187 

 

所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

導入モデル事業補助金 

障害福祉課 福祉システム開発業務委託（令和７年４月制度改正対

応） 

19,328,100 ― ― 

障害福祉課 訓練等給付費 ２月審査分 367,130,205 ― ― 

障害福祉課 介護給付費 ３月審査分 381,855,843 ― ― 

障害福祉課 平成３０年度〜令和４年度 障害者自立支援給付費国

庫負担金交付額確定に伴う返還金 

45,013,449 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

生活福祉課 令和６年度民生委員児童委員報償費（令和６年１０月

分〜令和７年３月分） 

14,557,324 意見 B 5- 4 

生活福祉課 令和６年度民生委員児童委員地区民児協会長活動費

（令和６年４月分〜令和６年９月分） 

444,000 ― ― 

生活福祉課 民間奉仕活動助成事業補助金 500,000 意見 B 5- 1 

生活福祉課 豊橋市民生委員児童委員協議会活動費補助金 3,955,300 意見 B 5- 1 

生活福祉課 令和５年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の

交付額確定に伴う返還金 

3,045,000 ― ― 

生活福祉課 令和５年度生活保護国庫負担金等交付額の確定に伴う

返還金 

71,928,918 ― ― 

生活福祉課 生活保護費４月分（口座振替） 149,276,221 ― ― 

生活福祉課 中国残留邦人支援給付金（令和６年４月分）（住宅扶

助代理受領分） 

22,400 ― ― 

生活福祉課 生活保護費４月支給分（窓口支給） 6,872,899 意見 B 5- 2 

生活福祉課 生活保護費（住宅扶助）４月支給分（代理受領分） 3,365,600 ― ― 

生活福祉課 緊急払い生活保護費４月分 1,000,000 ― ― 

生活福祉課 生活困窮者自立相談支援事業委託（第１回） 3,781,750 ― ― 

生活福祉課 生活困窮者自立相談支援事業委託（第４回） 3,781,749 ― ― 

生活福祉課 令和６年度レセプト管理システム（クラウド）利用料 4,336,200 指摘 B 5- 3 

生活福祉課 生活保護費４月１８日随時払（窓口支給） 1,013,988 ― ― 

生活福祉課 緊急払い生活保護費４月 追加分 500,000 ― ― 

生活福祉課 生活保護法による被扶助者に対する３月分医療扶助診

療報酬 

216,321,000 ― ― 

生活福祉課 生活保護法による保護施設事務費（８月分） 206,378 ― ― 

生活福祉課 生活保護法による介護予防・日常生活支援総合事業費 

８月分 

638,289 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

生活福祉課 生活困窮者一時生活支援費等給付（令和６年１０月

分） 

9,600 意見 B 5- 5 

生活福祉課 豊橋市生活保護システム標準化対応業務委託 330,000 ― ― 

生活福祉課 墓地、埋葬等に関する法律による死亡人取扱い業務 158,922 ― ― 

生活福祉課 生活保護法による被扶助者に対する医療扶助検診料  18,270 ― ― 

生活福祉課 三菱ランサー豊橋４００せ６３３０ ６か月定期法定

点検 

10,560 ― ― 

生活福祉課 生活保護法による保護施設事務費（慈照園１月分） 214,580 ― ― 

生活福祉課 生活保護法による保護施設事務費（２月分）及び基準

額改定による差額（令和６年度分）（愛恵園） 

1,342,446 ― ― 

生活福祉課 生活保護法による被扶助者に対する２月分医療扶助診

療報酬 

78,241,813 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

総合老人ホ

ーム 

養護老人ホーム嘱託医師報酬 橋本眞徳（４月分） 113,000 ― ― 

総合老人ホ

ーム 

特別養護老人ホーム嘱託医師報酬 中嶋良行（４月

分） 

150,000 ― ― 

総合老人ホ

ーム 

総合老人ホーム施設管理委託業務（３月分） 374,000 ― ― 

総合老人ホ

ーム 

特別養護老人ホーム空調設備取替修繕 43,780,000 ― ― 

総合老人ホ

ーム 

特別養護老人ホーム給食業務 2,123,528 ― ― 

総合老人ホ

ーム 

養護老人ホーム給食業務 2,010,548 ― ― 

総合老人ホ

ーム 

養護老人ホーム空調設備保守点検業務 704,770 ― ― 

総合老人ホ

ーム 

特別養護老人ホーム空調設備保守点検業務 852,280 ― ― 

総合老人ホ

ーム 

特別養護老人ホーム給食業務 2,106,830 ― ― 

総合老人ホ

ーム 

養護老人ホーム給食業務 2,159,846 ― ― 
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（健康・医療事業） 

所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

保健所 保健医

療企画課 

令和６年度 おたふくかぜ等予防接種業務委託

（８月分） 

4,475,000 ― ― 

保健所 保健医

療企画課 

令和６年度 医療機関予防接種医務委託（９月

分） 

107,615,341 意見 C 1- 1 

保健所 保健医

療企画課 

予防接種健康被害給付金（清水 和子） 44,427,000 ― ― 

保健所 保健医

療企画課 

令和６年度 風疹抗体検査等委託（６月分） 1,568,834 ― ― 

保健所 保健医

療企画課 

令和６年度 豊橋市休日夜間急病診療所指定管理

料（第４四半期分） 

84,643,000 ― ― 

保健所 保健医

療企画課 

令和６年度 豊橋市休日夜間急病診療所指定管理

料（追加分） 

23,000,000 ― ― 

保健所 保健医

療企画課 

令和６年度 豊橋市休日夜間・障害者歯科診療所

指定管理料（第４四半期分） 

9,889,500 ― ― 

保健所 保健医

療企画課 

令和６年度 公衆浴場補助金 ５月期分 1,800,600 ― ― 

保健所 保健医

療企画課 

令和６年度 新型コロナウイルス予防接種業務委

託（１０月分） 

130,116,148 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

健康増進課 令和６年度 余熱利用施設指定管理料 第４四半

期（１月、２月、３月分） 

12,783,250 指摘 

意見 

C 2- 3 

健康増進課 令和６年度健康マイレージ連携アプリ「あいち健

康プラス」改修業務委託 

514,800 ― ― 

健康増進課 食育からはじめる食環境整備事業委託業務 784,080 ― ― 

健康増進課 睡眠改善セミナー開催等業務（官民連携健康づく

りセミナー等開催事業） 

1,199,999 ― ― 

健康増進課 健康の道植栽取替修繕 641,300 ― ― 

健康増進課 官民連携健康づくりセミナー等開催事業委託（リ

ビングラボガイドライン作成） 

495,000 ― ― 

健康増進課 令和６年度 各種がん検診票等作成業務委託（が

ん予防分） 

4,113,090 ― ― 

健康増進課 令和６年度 各種がん検診票等作成業務委託（生

活習慣病分） 

2,652,130 ― ― 

健康増進課 がん及び各種検診（肝炎、眼科）委託（６月分） 1,164,546 指摘 C 2- 2 

健康増進課 がん及び各種検診（肺、胃、子宮頸、乳、大腸、

前立腺）委託 １月分 

37,952,592 ― ― 

健康増進課 保健衛生システムサービス利用 6,844,970 指摘 C 2- 1 

健康増進課 豊橋市健康管理システム標準化対応業務委託（令

和６年度分） 

47,960,000 ― ― 

健康増進課 豊橋市健康管理システム標準化対応における移行

データ抽出業務委託（令和６年度分） 

8,199,400 ― ― 

健康増進課 令和６年度各種がん検診（集団）業務委託（１１

月分） 

5,300,610 ― ― 

健康増進課 報酬（令和 ６年８月分） 1,141,941 ― ― 

健康増進課 職員手当等（令和 ６年１２月分） 804,270 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

健康増進課 令和６年度 後期高齢者歯科健康診査業務委託

（５月分：７６５，３８０円） 

765,380 ― ― 

健康増進課 令和６年度 特定健康診査・健康診査受診券等作

成業務委託（後期） 

1,998,312 ― ― 

健康増進課 後期高齢者医療制度健康診査等委託事業 ６月分 19,767,088 ― ― 

健康増進課 健康診査データ処理手数料 ７月分 719,125 ― ― 

健康増進課 後期高齢者医療制度人間ドック実施時健康診査等

委託事業（豊橋市民病院） ８月分 

361,504 ― ― 

健康増進課 後期高齢者医療制度人間ドック実施時健康診査等

委託業務（豊橋医療センター９月分） 

486,640 ― ― 

健康増進課 後期高齢者医療制度人間ドック実施時健康診査等

委託事業（光生会病院） ３月分−２ 

1,612,864 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

こども保健課 令和５年度 小児慢性特定疾病医療費負担金 国

庫返還金 

2,912,715 ― ― 

こども保健課 令和４年度、５年度分 出産・子育て応援交付金

国庫返還金  

14,129,000 ― ― 

こども保健課 令和５年度分 母子保健衛生費国庫補助金 返還

金  

5,093,000 ― ― 

こども保健課 フッ化物洗口剤 ミラノール顆粒 他 386,892 ― ― 

こども保健課 子どもの口腔ケア啓発企画で使用するツール単純

増刷業務 

396,792 指摘 C 3- 1 

こども保健課 令和６年度よい子の歯みがき運動講師謝礼（７月

分） 

144,000 ― ― 

こども保健課 健康とよはし歯っぴ〜ノート 94,800 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

生活衛生課 ＧＰＣクリーンアップシステム賃貸借（令和６年

度分）再リース 

594,000 ― ― 

生活衛生課 卓上型超遠心機賃貸借（令和６年度分）再リース 524,040 ― ― 

生活衛生課 サルモネラ相誘導用免疫血清等 332,530 ― ― 

生活衛生課 ロータリーエバポレーター賃貸借（令和６年度

分）（４月分） 

41,261 ― ― 

生活衛生課 ＤＮＡ／ＲＮＡ電気泳動装置賃貸借（令和６年度

分）（４月分） 

52,140 ― ― 

生活衛生課 食品衛生相談等業務委託（前期分） 2,720,000 指摘 C 4- 1 

生活衛生課 ロータリーシェイカー 157,300 ― ― 

生活衛生課 リアルタイムＰＣＲ保守点検業務（令和６年度） 710,325 指摘 C 4- 3 

生活衛生課 冷凍機付インキュベーター 354,200 ― ― 

生活衛生課 高圧蒸気滅菌器 473,440 ― ― 

生活衛生課 コレラ菌免疫血清等 644,831 ― ― 

生活衛生課 豊橋市保健所 食品衛生外部精度管理調査業務手

数料 

189,200 ― ― 

生活衛生課 ＩＣＰ−ＭＳシステム賃貸借（令和６年１１月１

日〜令和７年３月３１日） 

1,783,100 ― ― 

生活衛生課 フーリエ変換赤外分光光度計賃貸借（令和６年１

０月１日〜令和７年３月３１日） 

369,600 ― ― 

生活衛生課 サーモレコーダー一式 995,500 ― ― 

生活衛生課 食品営業システム改修（食品衛生監視票変更）業

務 

412,500 指摘 C 4- 2 

生活衛生課 バイオハザード対策用キャビネット保守点検委託

業務 

448,800 ― ― 

生活衛生課 廃棄薬品等収集運搬・処分委託業務 197,890 ― ― 
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所属名 件名 支出金額 
指摘 

意見 
番号 

生活衛生課 高圧蒸気滅菌器 689,700 ― ― 

生活衛生課 食中毒予防うちわ 82,500 ― ― 

生活衛生課 ＩＫＡ シャフトジェネレーター 始め２件 520,850 ― ― 

生活衛生課 ＴａＫａＲａノロウイルス拭き取り検査用キット 

５０回 など 

534,270 ― ― 
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第 3 （福祉事業）支出データに基づく監査の結果 

 

福祉事業について、令和 6年度の支出データに基づいて、監査対象案件を

抽出し、監査を実施した。 

結果は、以下のとおりである。 

 

B 1- 1 豊橋市成年後見支援センター運営業務（第 1回） 

 

(1) 事業の概要 

判断能力の不十分な高齢者・障害者等の権利を擁護、支援するための法制

度である成年後見制度の円滑な運用を図るための成年後見支援センターを運

用するもの 

 

ア 回答部署：福祉政策課 

イ 支出額：6,475,425円 

ウ 履行確認の方法：実績報告書により確認  

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P86、87 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P30 

 

(2) 監査の結果（意見） 

ア 豊橋市成年後見支援センターの運営業務のモニタリングについて 

豊橋市が、運営業務として委託している内容については、仕様書には以下

の記載がある。 
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また、事業報告の方法についても、仕様書に以下の記載がある。

 

 そのため、四半期ごとの報告書を確認したところ、業務内容のうち(1)、

(3)及び(5)については報告されていなかった。年度末に行われる年間の報告

ではこれらの実績を確認できるものの、委託者として四半期ごとに進捗状況

を確認する必要がある。したがって、四半期ごとの報告事項に啓発活動等の

実施状況も含める等の詳細な記載を仕様書に盛り込むことが望ましい。 

 

イ 普及啓発業務におけるアンケートの実施について 

豊橋市成年後見支援センターでは、仕様書の第10項(1)の「成年後見制度や

権利擁護に関する普及啓発業務」に従って、各種の研修会の開催や啓発講座

を通じた活動を行っている。 

そのため、受講者にアンケートを実施し、委託者である豊橋市にアンケー

ト結果の報告をしているか確認したところ、実施されていなかった。 

成年後見制度等の普及啓発活動は、短期間で効果が表れるものではなく、

10業務内容 

(1)成年後見制度や権利擁護に関する普及啓発業務 

(2)判断力が十分でない方の権利擁護に関する相談業務 

(3)成年後見制度の利用促進に関する業務 

(4)後見人等への支援業務 

(5)成年後見支援センター運営委員会等の開催 

(6)法人後見の受任業務 

(7)発注者と協議した成年後見制度に関する業務 

11事業の報告 

受託者は毎月の活動状況について、 3か月を単位として年 4回報告する

ものとする。また、当該年度末は、年間の実績を一覧にまとめた報告書を

提出すること。 
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毎年分析と改善を繰り返し、より良い活動にするためにも受講者アンケート

は重要である。したがって、受講者アンケートの実施及び豊橋市への結果報

告についても、仕様書に盛り込むことが望ましい。 

 

 

B 1- 2 令和 6年度つつじが丘地域福祉センター管理運営事業費補助金

（第 1回） 

 

(1) 事業の概要 

豊橋市社会福祉協議会が運営する、つつじが丘地域福祉センターの管理に

係る費用を助成するもの 

 

ア 回答部署：福祉政策課 

イ 支出額：4,901,000円 

ウ 履行確認の方法：実績報告書により確認  

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

つつじが丘地域福祉センターの利用実態の確認方法について 

豊橋市社会福祉協議会が補助金を申請するにあたり豊橋市に提出する事業

計画書(つつじが丘地域福祉センター管理運営計画並びに収支予算書)には、

以下の記載がある。 
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そのため、事業計画書にそって運営されているか検証することは重要であ

り、豊橋市社会福祉協議会が利用状況をどの程度把握しているか確認した。 

結果、豊橋市社会福祉協議会が毎月作成している「利用状況表」では、利

用者数を「老人」と「それ以外」で分類・集計しており、「心身障害者並びに

母子家庭の婦人及び児童、社会福祉の増進に協力する者及び団体」がそれぞ

れどの程度利用しているかが不明であった。 

豊橋市社会福祉協議会が事業計画書にそって運営していること及び想定利

用者にサービスが行きわたっていることを把握するため、「老人」と「それ以

外」の区別ではなく、「老人」・「心身障害者」・「母子家庭の婦人」・「児童」・

「社会福祉の増進に協力する者及び団体」ごとに利用状況を確認することが

望ましい。 

 

  

3.利用者及び施設の利用目的 

(1)居住する高齢者、心身障害者並びに母子家庭の婦人及び児童、社会

福祉の増進に協力する者及び団体 

(2)コミュニティーホールや会議室、研修室等の貸室があり、また老人

センターとしての機能も備えており、東部地域の福祉活動の拠点と

して地域福祉の推進を目的としている。 
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B 2- 1 令和 6年度 後期高齢者医療システム運用支援業務 

 

(1) 事業の概要 

後期高齢者医療システムの運用における、質疑応答、イベント立会い、ト

ラブル対応、パッケージの定期保守、軽微な仕様追加・修正などシステム運

用等の支援を行うもの 

 

ア 回答部署：国保年金課 

イ 支出額：8,910,000円 

ウ 履行確認の方法：常時確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

委託金額の妥当性について 

本件委託業務は、既に開発・運用されている後期高齢者医療システムの運

用に関するトラブルへの対応や軽微な仕様修正等を行うものであり、システ

ムの開発元しか行うことができず、開発元以外の第三者に履行させることが

できないため、地方自治法施行令第167条の 2第 1項第 2号の定めにより「そ

の他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」であると判断し

随意契約としている。当該判断については、「豊橋市随意契約ガイドライン」

とも整合している。 

しかしながら、委託金額の妥当性の検証には改善の余地がある。国保年金

課は、開発元である企業から見積書を徴取し他業務との単価比較や適正な作

業工数であるかの確認を行っているが、他の自治体との比較等を行っていな

い。自治体間で契約内容が異なる等単純に比較することは困難であるが、あ
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る程度の目安とし適正な価格の確認が期待できる場合もあり、他の自治体と

の比較等を行うことが望ましい。 

 

 

B 3- 1 クオカード（アクティブシニア活動促進事業費） 

 

(1) 調定の概要 

シニア向けスマホ教室の講師謝礼 

 

ア 回答部署：長寿介護課 

イ 支出額：80,000円 

ウ 履行確認の方法：検査立会人（契約検査課）のもと検査職員（長寿介護

課長）が確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P31 

 

(2) 監査の結果（意見） 

クオカードの受払管理について 

2,000円のクオカード72枚を購入（今回購入は40枚）し、シニア向けスマホ

教室の講師71名（内、 1名は受取辞退）への謝礼として手渡しの上、受領の

サインを頂いているが、 2枚が担当者の手許に残ったまま、次年度に繰り越

されている。 

この管理については、令和 6年度は担当者に一任されており、次年度繰り

越し分の発生に伴い、令和 7年度から受払簿による管理をしているとのこと

であるが、例えば、担当者が繰り越し分の存在を明らかにしない場合には管

理されないまま着服の機会が存在することになるなど、年度末に繰り越し分
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が存在するから管理するのではなく、金券類を取得した時点で受払管理の対

象とすることが求められる。 

 

 

B 3- 2 フレイル検知サービス業務委託 

 

(1) 調定の概要 

家庭の電気の使用量を計測するスマートメーターを使用し、電気の使用状

況をAIで分析することで、生活の活動量が低下しているフレイルのリスクの

ある高齢者を検知する。 

 

ア 回答部署：長寿介護課 

イ 支出額：1,298,000円 

ウ 履行確認の方法：システムの登録および判定状況の確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P89 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P31 

 

(2) 監査の結果（意見） 

フレイル検知サービスの周知方法について 

フレイル検知サービスは、中部電力が自治体向けに提供している、スマー

トメーターで取得した電力データからAIがフレイルリスクを分析するサービ

スであり、プライバシーに配慮しながらフレイルリスクの高い高齢者を早期

発見し、自治体による適切な支援を可能にするものである。豊橋市では75歳

以上でひとり暮らしの元気な方で要支援・要介護の認定を受けていない方を

対象としている。 

中部電力との契約は100名単位となっており、実際の利用者が100名を超え
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て増加するごとに契約金額が増加するが、豊橋市では100名までは無料として

募集を行っている。 

当該サービスの周知に関しては、以下のHPに「豊橋市健康サポートサービ

ス（正式事業名：電気使用量を用いたフレイル予防サービス）」との文言は記

載されているが、さらにリンク先のチラシを開かないと「先着100名無料」と

の文言が確認できない。 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/60811.htm 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/4189.htm 

フレイル対策を積極的に進めることは、高齢者の健康寿命を伸ばし、QOLを

向上させるだけでなく、社会保障制度の維持や医療費の抑制にもつながり、

日本社会全体の活力維持のためにも重要であり、フレイル予防による効果を

考慮すると、より積極的に募集を行い、必要な市民に適切なサービスを提供

することが期待される。また、令和 6年度の利用者数は43名であり、追加支

出することなく、さらに57名が利用可能な状況であったので、「先着100名無

料」との文言をホームページの案内文に記載する等、市民の興味を引くよう

な周知方法を工夫することが求められる。 
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B 3- 3 在宅医療・介護連携推進事業（第１回支払分） 

 

(1) 調定の概要 

在宅医療サポートセンターの運営等 

 

ア 回答部署：長寿介護課 

イ 支出額：6,250,000円 

ウ 履行確認の方法：委託先から送付される月報で確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P89 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P32 

 

(2) 監査の結果（意見） 

委託金額の適切性の検討について 

委託料の積算は人件費、報償費、旅費、役務費、需用費、事務費を加算し

て算定されているが、実質的には、仕様書で求められている専従者 2名分の

年間人件費相当額の年額12,500,000円となっている。 

『在宅医療・介護連携推進事業委託 仕様書』に基づく業務内容としては、

相談対応、「在宅医療資源の把握」の取りまとめ、「在宅医療研修会」「出前講

座」「講演会」などの準備であるが、当該業務内容及び『在宅医療・介護連携

推進事業報告書（R●年●月）』の活動実績によると、月に数回開催される会

議への出席の他、相談窓口に相談者が来た場合の対応及びその随時対応のた

めに窓口に待機することが実際の業務であり、毎日専従者 2名で対応するほ

どの業務量が無いと思われる。また、当該専従者 2名が委託先の他の業務を

行っていないことの確認も口頭確認のみで実質的にできていない。 

委託金額が大きいので、日々の業務内容（本日の相談件数や会議出席時間

など）の報告書の提出を求めること、並びに、当該業務内容や実際の従事者
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数などに基づく必要な業務量の見積りに基づいた委託金額の妥当性を検討す

ることが必要と考えられる。 

 

 

B 3- 4 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

費補助金（簡易陰圧装置） 

 

(1) 調定の概要 

簡易陰圧装置設置経費支援 

 

ア 回答部署：長寿介護課 

イ 支出額：2,918,000円 

ウ 履行確認の方法：業務報告書により確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P89 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

一般競争入札実施の確認について 

本補助金は、介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策と

して簡易陰圧装置を設置するための経費を支援するための補助金である。 

「愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱」第 8条(1)において、『県

が民間事業者が実施する事業（以下、県補助対象事業）に対し、補助金を交

付する場合には、県補助対象事業を実施する者（以下「県補助対象事業者」

という。）に対し次の条件を付すもの』として、『ケ 県補助対象事業を行うた

めに締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続

の取扱いに準拠しなければならない。」とされている。 
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この点、 3者による競争入札が行われており、予定価格・入札結果表など

は事業者において保管していることを、口頭により確認しているのみで、入

札に係る資料については提出を依頼しておらず、書類等の確認により実際に

入札が行われたことを確認していない。 

一般競争入札は、入札資格を満たす不特定多数の事業者からの参加を公告

等により募るものであり、単に 3者から見積もりを取るのみでは随意契約と

変わりが無いが、豊橋市契約規則第52条に定める、「工事又は製造」の請負契

約に係る限度額の200万円を超えている。 

豊橋市が一般競争入札を行うと同じ水準の手続を求めるものでは無いが、

広く一般競争入札の公募が行われているかの確認、あるいは、適切な予定価

格が設定されているかの確認程度の関与は必要ではないかと考える。 
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B 3- 5 認知症初期集中支援チーム事業業務委託 

 

(1) 調定の概要 

認知症初期集中支援チームの運営・普及啓発 

 

ア 回答部署：長寿介護課 

イ 支出額：9,800,000円 

ウ 履行確認の方法：委託先から送付される月報で確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P89 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P31 

 

(2) 監査の結果（意見） 

業務委託料の妥当性について 

支援件数の大幅な増加と活動時間数の増加が見込まれるため、従来のチー

ム員 2名以上配置での対応が難しく、 1チーム 4名以上の設置とするために

委託料が倍額必要であるとして、令和 6年度の委託料は令和 5年度に対して

96.0％の増加となっている。この点、計画時点の延べ支援対象者について

は、以下のとおり 8.1％の増加である。 

 令和 5年度 令和 6年度 増減比 

委託料 5,000,000円 9,800,000円 + 96.0％ 

職種別委託料算

定の基礎となる

所要時間 

作業療法士 935時間 

介護福祉士 935時間 

作業療法士 935時間 

介護福祉士 935時間 

介護支援専門員 935時間 

薬剤師 935時間 

+100.0％ 

延べ支援対象者 

（申請当時） 
37件（見込） 

40件（計画） 

20件（実績） 

+8.1％ 

▲45.9％ 
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支援内容は、家庭訪問の他、本人及び家族との連絡、来所相談、関係機関

との連絡、チーム員会議、それに伴う記録等を含んでおり、支援対象者の増

加に伴う委託料の増加は必要な対応であると考えられるが、前年度の委託料

に対する倍増という委託料の増加が合理的な根拠に基づいているか、その増

加割合が合理的な範囲であるか、部署内での契約執行における承認者には申

請者（担当者）の説明する内容を慎重に検討の上、判断・承認する姿勢が求

められる。 

 

  



 

 145 / 187 

 

B 4- 1 障害者タクシー料金助成券（ 6月分） 

 

(1) 事業の概要 

障害者に対し、5,000円分のタクシー券等（①障害者タクシー料金助成券、

②障害者交通助成券、③元気パス購入助成券（65歳以上のみ選択可能）のい

ずれかを本人の希望により選択）を交付する。重度障害者には、別途15,000

円分の障害者タクシー料金助成券及び介護券2,400円分の交付がある。実際の

利用数量に応じてタクシー会社等に支払いを行っている。 

 

ア 回答部署：障害福祉課  

イ 支出額：7,888,400円 

ウ 履行確認の方法：毎月、タクシー会社から届く使用済み障害者タクシー

券等の枚数を数えている。 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

タクシー券の管理体制について 

タクシー券の管理方法について確認したところ、棚卸がなされていなかっ

た。この場合、あるべき数量より実際の数量が減少していても、長期間発見

できないこととなる。 

したがって、当該タクシー券は年度末が利用期限ということもあり、年度

中に 1回は棚卸を行うことが望ましい。 
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B 4- 2 豊橋市障害者福祉会館指定管理委託料（第 4四半期分） 

 

(1) 事業の概要 

指定管理制度による豊橋市障害者福祉会館の管理・運営を実施 

 

ア 回答部署：障害福祉課 

イ 支出額：8,975,000円 

ウ 履行確認の方法：日々指定管理者と連携しながら実績報告書にて毎月報

告を受けている 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

ア 仕様書への記載もれについて 

豊橋市が、指定管理者に具体的な委託内容を記載する仕様書上、簡易専用

水道検査についての記載がなかった。 

実際は、指定管理者は当該検査を実施していたものの、豊橋市として、委

託すべき業務内容と回数・実施すべき時期を明示すべきであると考える。 

 

イ 仕様書への記載の明確化について 

豊橋市は、自家用電気工作物保安管理業務について、保安管理と点検を委

託していたが、仕様書を確認したところ、回数・実施すべき時期が記載され

ていなかった。 

豊橋市が想定する業務を、委託業者が適切に実施したか否かを確認するた

めに、仕様書に明確に記載する必要があると考える。 
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ウ 業務報告書の入手もれについて 

 仕様書上、トイレ、洗面台清掃を週 1回行うこととなっていたが、当該委

託内容についての業務報告書を入手していなかった。 

指定管理者との協定書上、毎月終了後10日以内に業務報告することとなっ

ており、仕様書どおりに指定管理者が業務を実施したかを確認する必要があ

ると考える。 

 

(3) 監査の結果（意見） 

ア 第三者への業務委託の確認について 

 豊橋市障害者福祉会館の管理に関する協定書第 6条（第三者への業務委

託）には、「管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとすると

きは、あらかじめ豊橋市に届け出るものとする。」旨の記載がある。 

 この点につき、プール水質検査業務について、指定管理者から豊橋市へ、

第三者への委託の届出書が提出されていたため、委託先が適切か確認したう

えで受理しているか確認したところ、確認ができなかった。 

 確かに、協定書には届け出る旨の記載となっているものの、どのような第

三者に委託されているか確認して受理する必要があると考える。 

 

イ アンケートについて 

 豊橋市障害者福祉会館の利用者に対して、満足度アンケート等を実施して

いるか確認したところ、利用者会議において満足度アンケート調査を実施し

ているものの、とりまとめは指定管理者に一任し、実施したアンケートの集

計結果の報告を受けていた。 

この場合、万一、指定管理者に望ましくない回答があった場合、豊橋市ま

で報告されないことも想定される。 

したがって、豊橋市として、利用者からの生の声を入手するためにも、直

接、利用者にアンケートを実施するか、指定管理者が実施したアンケートの

集計結果のみならず、利用者会議の出席者リストとアンケートの原本を入手
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し、全てのアンケート結果が報告されていることを確認することが望ましい

と考える。 

 

 

B 4- 3 令和 6年度とよはし総合相談支援センター運営事業委託業務（就労

支援業務） 

 

(1) 事業の概要 

障害者の就労促進及び定着を目指した相談支援 

 

ア 回答部署：障害福祉課  

イ 支出額：6,336,420円 

ウ 履行確認の方法：実績報告書にて毎月報告 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P90、91 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P32 

 

(2) 監査の結果（意見） 

実績の報告内容について 

豊橋市が委託先と交わした契約書に添付された仕様書には以下の記載があ

る。 

5.業務内容 

10.就労系事業所の職員のレベルアップのための研修会を開催すること。 

就労支援業務には、主となる相談業務以外に、研修会の開催も含まれてい

る。そのため研修会を実施しているか毎月提出されている実績報告書で確認

したところ、研修会の実施について記載が確認できなかった。 

実績報告書は委託業務の履行状況について適切に管理する重要なものであ
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る。そのため、報告事項については委託先と十分なすり合わせを行うことが

望ましい。 

 

 

B 4- 4 障害者総合支援法指定事業所管理システム年間利用契約 

 

(1) 事業の概要 

障害者総合支援法指定事業所管理システム（指定事業所の基本情報、報酬

の加算情報等を登録・管理するもの）の年間利用料 

 

ア 回答部署：障害福祉課 

イ 支出額：1,122,000円 

ウ 履行確認の方法：常時確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

支出金額の妥当性について 

他の自治体でも当該システムを利用しているとのことであり、契約前に、

他の自治体から支出額の情報を入手し、豊橋市として金額の妥当性を確認し

ているかを質問したところ、資料の確認ができなかった。 

本来は、契約前に、他の自治体の情報を入手するとともに、所管課内で情

報を共有して、支出額の妥当性を検討すべきであったと考える。 
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B 4- 5 地域生活支援事業（日中一時支援） 6月分（社会福祉法人〇〇） 

 

(1) 事業の概要 

障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、見守

りや社会に適応するための訓練等の日中一時支援のサービスの提供を行う 

 

ア 回答部署：障害福祉課 

イ 支出額：785,255円 

ウ 履行確認の方法：利用状況を書面で確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

アンケートの実施について 

社会福祉法人〇〇の利用者に対して、事業者に対する満足度アンケート等

を実施しているか確認した。 

結果、事業者に対する個別のアンケートは実施されていなかった。 

事業者が実施した事業が市民の役に立ったか、事業者に改善すべき点はな

かったかについて、豊橋市が、利用者に対して直接アンケートを実施し、ま

たアンケート結果を部署内で共有し、翌年度以降の改善の要否の検討につな

げるべきであると考える。 
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B 4- 6 地域活動支援センター事業委託料（ 4月分） 

（特定非営利活動法人〇〇他 3法人） 

 

(1) 事業の概要 

地域活動支援センター基礎的事業及び地域活動支援センターⅢ型の機能強

化事業を実施 

 

ア 回答部署：障害福祉課 

イ 支出額：3,606,536円 

ウ 履行確認の方法：利用状況を書面で確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

アンケートの実施について 

豊橋市は、地域活動支援センター事業を複数の場所で実施しており、ま

た、複数の事業者に委託している。 

この点につき、特定非営利活動法人〇〇他 3法人に委託している地域活動

支援センターについて、利用者に、事業者に対する満足度アンケート等を実

施しているかを確認した。 

結果、障害者計画を作成する際に、地域活動支援センター全体に対するア

ンケートは実施されているものの、受託事業者に対する個別のアンケートは

実施されていなかった。 

特定非営利活動法人〇〇他 3法人が実施した事業が市民にとって役に立っ

たか、事業者に改善すべき点はなかったかについて、豊橋市が、利用者に対

して直接アンケートを実施し、またアンケート結果を部署内で共有し、翌年
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度以降の改善の要否の検討につなげるべきであると考える。 

 

 

B 4- 7 地域活動支援センター事業委託料（ 4月分） 

（特定非営利活動法人□□） 

 

(1) 事業の概要 

地域活動支援センター基礎的事業及び地域活動支援センターⅢ型の機能強

化事業を実施 

 

ア 回答部署：障害福祉課 

イ 支出額：1,614,914円 

ウ 履行確認の方法：利用状況を書面で確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

利用人数の制限について 

豊橋市地域活動支援センター事業実施要綱第 6条(2)イでは、１日当たりの

実利用人数は、20名「未満」を上限とすることになっている。 

この点につき、 4月の利用状況報告書を確認したところ、利用者が20名の

日が 3回あった。 

利用人数の制限は、利用者に提供するサービス水準等を低下させないため

のものであり、利用人数の制限を超える場合には、豊橋市として当該サービ

ス水準を低下させないよう、より適切に利用状況について管理する必要があ

ると考える。  
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B 4- 8 地域活動支援センター事業委託料（ 4月分） 

（特定非営利活動法人◎◎） 

 

(1) 事業の概要 

地域活動支援センター基礎的事業及び地域活動支援センターⅢ型の機能強

化事業を実施 

 

ア 回答部署：障害福祉課 

イ 支出額：320,250円 

ウ 履行確認の方法：利用状況を書面で確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

利用者の確認について 

豊橋市は、地域活動支援センター事業を、複数の場所で複数の事業者に委

託している。 

また、毎月の委託料を事業者に支払う際、利用の事実を確認するため、事

業者から、利用者ごとの利用確認書の提出を求めており、当該利用確認書に

は利用者確認欄を設け、事業者を通して、センターを利用した日にちや時間

の確認を利用者に求めている。 

この点につき、特定非営利活動法人◎◎から提出された利用確認書には、

ボールペンによる簡単なチェックがなされているのみであり、利用者の押印

やサインは確認できず、利用の事実が確認できなかった。 

他の特定非営利活動法人から提出される利用確認書には、押印やサインが

あり、特定非営利活動法人◎◎から提出される利用確認書についても、利用
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の事実を確認するため、改善が必要であると考える。 

 

 

B 5- 1 民間奉仕活動助成事業補助金及び民生委員児童委員協議会活動費補 

助金 

 

(1) 事業の概要 

民生委員児童委員協議会への補助金交付 

 

ア 回答部署：生活福祉課 

イ 支出額：4,455,300円 

ウ 履行確認の方法：補助事業等実績報告書 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P86、87 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

民生委員児童委員協議会の歳入歳出決算（会計報告）について 

民生員児童委員協議会（以下「協議会」という。）は、市から補助金等の交

付を受けた際、市に対して補助事業等実績報告書を提出し各補助対象の事業

における歳入歳出決算及び活動実施報告をしている。さらに毎年度、協議会

は歳入歳出決算（会計報告）を市に提出し、歳入、歳出及び繰越金残高につ

いても報告している。 

これらの報告金額は、協議会事務局が作成した会計報告すなわち決算書に

基づくものであって、市によるチェック又は検証が行われていない。補助金

の使途の適正性を確保する観点から、会計報告に対する定期的な監査を実施

することが望ましい。  
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B 5- 2 生活保護費 4月支給分（窓口支給） 

 

(1) 事業の概要 

例月の生活保護費の支給（現金支給分） 

 

ア 回答部署：生活福祉課 

イ 支出額：6,872,899円 

ウ 履行確認の方法：常時確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P92、93 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P33 

 

(2) 監査の結果（意見） 

窓口支給する現金の残高管理について 

生活保護費の支給は、ほとんどが口座振込であるが、銀行口座を持ってい

ない場合等、様々な事情を抱える受給者については、少数ではあるものの窓

口で現金支給を行っている。また、当該現金は、受給者ごとに封筒に入れ、

封印し、実際に受渡した都度、支給対象者リストで消込をしている。さら

に、支給日に窓口に来られなかった受給者の現金入り封筒については、金庫

で管理している。 

当該現金入り封筒を管理するにあたり、生活福祉課では、取り扱う職員を

役職者に限定し、複数人で管理するなど様々な対策を行っているが、支給対

象者リストのうち未渡し分と、実際の現金入り封筒が一致していることを定

期的に確認することはなされていなかった。 

この場合、万一、管理資料と実際の現金入り封筒とが不一致となっていて

も、長期間、発見できないこととなる。 

したがって、少なくとも週 1回は、複数人で管理資料と金庫の中にある実
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際の現金入り封筒との一致を確認することが望ましいと考える。 

 

 

B 5- 3 令和 6年度レセプト管理システム（クラウド）利用料 

 

(1) 事業の概要 

生活保護医療扶助のレセプト管理システムの利用料 

 

ア 回答部署：生活福祉課 

イ 支出額：4,336,200円 

ウ 履行確認の方法：常時確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P92、93 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P33 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

支出金額の妥当性について 

他の自治体でも当該システムを利用しているとのことであり、契約前に、

他の自治体から支出額の情報を入手し、豊橋市として金額の妥当性を確認し

ているかを質問したところ、自治体により利用しているサービス項目、レセ

プト件数等が異なるため確認をしていないとのことであった。 

しかし、当該システムを利用し続ける限り、システムベンダーとの間で一

者随意契約を締結し続けることとなり、契約価額は他ベンダーへのシステム

切替えが容易でないことが通常であるからベンダー側の見積りに沿って決定

されることとなる。したがって、完全に同一の利用条件の自治体はなかった

としても、目安として契約前に類似規模の市を中心に他の自治体から情報を

入手するとともに、所管課内で情報を共有して、支出額の妥当性を検討すべ
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きであったと考える。 

 

 

B 5- 4 令和 6年度民生委員児童委員報償費（令和 6年10月分～令和 7年 3 

月分） 

 

(1) 事業の概要 

民生委員児童委員報償費の支給 

 

ア 回答部署：生活福祉課 

イ 支出額：14,557,324円 

ウ 履行確認の方法：常時確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P86、87 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

各地区における民生委員の定数について 

民生委員（民生委員は児童委員を兼務しているため通常は「民生委員児童

委員」と呼ばれる。）は、地域活動や訪問活動などの機会を通じて担当地区内

の実態を把握し、援助を必要としている住民の相談に応じ、福祉サービスの

利用支援や情報提供、行政や関係機関への橋渡しを行う。令和 6年度におい

て、市内37地区に 8～26人の民生委員が配置されている。 

民生委員に対しては、各年度に一律の報償費が支給され相談・支援件数又

は活動日数により加算されることはない。令和 5年度の「民生児童委員活動

状況報告書」によると、各地区の年間の相談・支援件数を人員数で除した 1

人当たり取扱件数は、 0.1～77.9件であった。同様に、 1人当たり訪問・連
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絡活動件数は、17.4～ 325.2件、 1人当たり活動日数は、41.0～ 173.6日と

地区間でばらつきが見られた。 

民生委員児童委員の定数は市の細則で定められ、定年の見直しは主に一斉

改選に合わせて 3年に 1回行われるとのことであるが、次回改選の際には地

区間で民生委員の負担にばらつきがなるべく生じないような見直しをするこ

とが望ましい。 
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B 5- 5 生活困窮者一時生活支援費等給付（令和 6年10月分） 

 

(1) 事業の概要 

生活困窮者居住支援事業における一時生活支援費等の給付 

 

ア 回答部署：生活福祉課 

イ 支出額：9,600円 

ウ 履行確認の方法：― 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか： P92、93 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P33 

 

(2) 監査の結果（意見） 

一時生活支援費等の日額について 

平成27年 4月から施行された生活困窮者自立支援法に定める生活困窮者居

住支援事業の一環として、市は、生活費等の支援として制度利用者に対し 1

日当たり 1,200円を支給している。当該金額は、国の制度趣旨に沿って市が

定めた要綱に規定されており制度開始以降、一度も改定が行われていない。 

昨今の物価状況からすると将来的に改定が必要となることも考えられ、金

額設定は市の裁量に基づくとはいえその逸脱又は濫用は認められない。改定

の際は、その改定金額の妥当性について検討過程を文書として残すことが望

ましい。 
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第 4 （健康・医療事業）支出データに基づく監査の結果 

 

健康・医療事業について、令和 6年度の支出データに基づいて、監査対象

案件を抽出し、監査を実施した。 

結果は、以下のとおりである。 

 

C 1- 1 令和 6年度 医療機関予防接種医務委託（ 9月分） 

 

(1) 事業の概要 

各仕様書、実施要領を基に予防接種の実施を豊橋市医師会と契約し、ワク

チン毎の単価に基づき支払いを行うもの 

 

ア 回答部署：保健医療企画課 

イ 支出額：107,615,341円 

ウ 履行確認の方法：完了報告書の提出とともに予診票が提出されるため、

枚数、内容に不備がないか確認する。  

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P83、85 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P28 

 

(2) 監査の結果（意見） 

委託料の合理性について 

豊橋市は、豊橋市医師会との契約にあたり、予防接種委託料を積算してい

る。当該積算方法を確認したところ、ワクチン代（平均単価）に、保険診療

としての診察料や注射技術料、乳幼児加算等の診療報酬額を合算し、その合

算額に対して、消費税率を乗じて積算していた。 

予防接種委託料はあくまで自費診療であり、参考としての積算であること
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は理解しているが、保険診療としての診療報酬額は、本来非課税であり、よ

り合理的な積算をするならば、診療報酬相当額については非課税として積算

することが望ましいと考える。  
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C 2- 1 保健衛生システムサービス利用 

 

(1) 調定の概要 

保健衛生システムサービス利用料 

 

ア 回答部署：健康増進課 

イ 支出額：6,844,970円 

ウ 履行確認の方法：納品物の確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

契約相手先の確認について 

上記事業の実施に関連して、豊橋市では、〇〇株式会社の部長とサービス

利用契約書を締結している。 

通常、部長は使用人であり、会社の代表者ではないため、当該使用人に代

表権が付与されていることを確認したかについて質問したところ、代表権が

付与されているかは確認していないとのことであった。 

代表権の有無が不明な者と契約した場合、当該業務契約の有効性に疑義が

生じるとともに、万一、業務が実施されない場合には、〇〇株式会社に業務

遂行の主張ができず、市民のための業務が実施できないおそれがある。 

したがって、代表取締役以外の者と契約を締結する場合には、代表権の付

与の有無を確認した後に締結する必要があると考える。 
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C 2- 2 がん及び各種検診（肝炎、眼科）委託（ 6月分） 

 

(1) 調定の概要 

がん及び各種検診（肝炎、眼科）委託（ 6月分） 

 

ア 回答部署：健康増進課 

イ 支出額：1,164,546円 

ウ 履行確認の方法：検査及び検診結果の確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P83 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P28 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

個人情報の取扱いについて 

 豊橋市は一般社団法人〇〇に業務委託しており、実際の検査及び検診は一

般社団法人〇〇の構成員である各医師がそれぞれ属する市内の医療機関が実

施している。 

豊橋市と一般社団法人〇〇との間で締結されている業務委託契約書第 4条

には、再委託の制限として、「受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託

し、又は請け負わせてはならない。ただし、受託者は、あらかじめ発注者の

書面による承諾を得たときは業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせ

ることができる。」旨の記載があるが、発注者としての豊橋市が、再委託を承

諾した旨の書類は確認できなかった。 

また、豊橋市と一般社団法人〇〇との間で締結されている業務委託書の個

人情報取扱特記事項第 2 条 5 項においては、受託者は業務に関して知り得た

個人情報の秘密を保持する旨の誓約書を業務を従事する者から提出を受け、

豊橋市に書面により報告するとしている。 
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実際の検査及び検診は、市内の多数の医療機関により実施されており、そ

の業務に関連して個人情報が取り扱われていることから、各医療機関に個人

情報取扱従事者が存在していると考えられるが、豊橋市は、宣誓書の別紙と

して添付されている個人情報取扱従事者名簿の網羅性について確認していな

い。実際の業務を行う各医療機関において個人情報の流出が発生する可能性

に留意し、各医療機関の個人情報取扱従事者を明確にする必要があると考え

る。 
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C 2- 3 資源化センター余熱利用施設（りすぱ豊橋）指定管理料 

 

(1) 調定の概要 

令和 6年度 資源化センター余熱利用施設（りすぱ豊橋）指定管理料 第 

4四半期（ 1月、 2月、 3月分） 

 

ア 回答部署：健康増進課 

イ 支出額：12,783,250円 

ウ 履行確認の方法：年 1回モニタリング評価を実施 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

履行確認について 

指定管理者である穂の国健幸づくりパートナーズの代表企業である〇〇株

式会社と取り交わしている協定書第23条においては、指定管理者は「毎年度

終了後30日以内に事業報告書を提出し、豊橋市の確認を得なければならな

い」と記載されているが、指定管理者からの事業報告書の提出日は、令和 7

年 5月20日となっている。次年度以降の施策の検討のためにも、指定管理者

に対して、事業報告書の提出期限を遵守するように指導すべきであると考え

る。 

 また、管理運営仕様書第 5章 1（1）において、「統括責任者及び副統括責

任者を定め、開館期間中は統括責任者又は副統括責任者のいずれかが常駐す

ること」と記載されているが、開館期間中に統括責任者又は副統括責任者の

いずれかが常駐されていることを確認している書類は作成されていなかっ

た。必要と判断し仕様書に記載した事項については、当該事項が遵守された



 

 166 / 187 

 

ことを確認する必要があると考える。 

 

(3) 監査の結果（意見） 

ア 計画と実績の比較分析について 

豊橋市は、指定管理者である穂の国健幸づくりパートナーズの代表企業で

ある〇〇株式会社から、毎年、事業計画書及び事業報告書の提出を受け、当

該報告等に基づき施設の利用状況等のモニタリング評価を実施している。 

しかし、当該モニタリング評価においては、前年度の利用者数との比較に

より評価を実施しているのみで、計画（目標）と実績との比較による評価を

実施していない。計画（目標）と実績との比較分析を行い、次年度の計画

（目標）や市の政策との適合性について検討することが望ましいと考える。 

 

イ 暴力団等排除に係る解除条項 

指定管理者募集時には応募団体の役員について暴力団排除に関する合意書

に定める排除要件に該当するか否かについての確認を実施しているが、それ

以降は代表者の交代に係る情報以外の役員の就任等の情報を収集しておら

ず、暴力団排除に関する合意書に定める排除要件に該当するか否かについて

の確認を実施していない。 

募集時以降においても、指定を受けた団体の役員の変更についての情報を

収集し、暴力団排除に関する合意書に定める排除要件に該当するか否かにつ

いての確認を実施することが望ましいと考える。 

  



 

 167 / 187 

 

C 3- 1 子どもの口腔ケア啓発企画で使用するツール単純増刷業務 

 

(1) 事業の概要 

保育園、認定こども園、幼稚園における年長児の歯みがきの習慣化を啓発

するために使用するシールの印刷業務 

 

ア 回答部署：こども保健課 

イ 支出額：396,792円 

ウ 履行確認の方法：成果物の納品により確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P82、83 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P29 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

相手先の確認について 

上記事業の実施に関連して、豊橋市では、株式会社〇〇と豊橋市健幸なま

ちづくりパートナーシップを締結している。 

そこで、相手先との締結状況を確認したところ、パートナーシップ締結の

相手先は、株式会社〇〇の執行役員であった。 

通常、執行役員は使用人であり、会社の代表者ではないため、当該使用人

に代表権が付与されていることを確認したか質問したところ、確認していな

いとのことであった。 

代表権の有無が不明な者と契約した場合、当該業務の有効性に疑義が生じ

るとともに、万一、事業が実施されない場合には、株式会社〇〇に事業遂行

の主張ができず、市民のための事業が実施できないおそれがある。 

したがって、取締役等と契約を締結する場合には、代表権の付与の有無を

確認した後に締結する必要があると考える。 
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C 4- 1 食品衛生相談等業務委託（前期分） 

 

(1) 調定の概要 

食品衛生指導事業の一部（食品事業者への講習や巡回衛生指導等）の委託 

 

ア 回答部署：生活衛生課 

イ 支出額：2,720,000円 

ウ 履行確認の方法：業務実施報告書を確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P78、79 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P25 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

委託した事業内容の確認について 

契約時に締結する委託業務実施要綱には、委託する事業として、以下が定

められていた。 

(1) 食品衛生責任者実務講習会 

(2) 食品営業許可新規開設者衛生講習会 

(3) 許可継続営業者衛生講習会 

(4) 食品衛生相談事業 

(5) 巡回指導事業 

(6) HACCP相談指導事業 

上記につき、「(4) 食品衛生相談事業」「(6) HACCP相談指導事業」につい

て、豊橋市として相談内容や指導内容をどのように把握しているか確認した

ところ、報告書は入手しておらず、ヒアリングしているとのことであった。 

また、「(5) 巡回指導事業」について、どの営業施設を巡回したかを確認し

たところ、委託業者が提出した業務実施報告書には記載がなかった。 
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本来は、委託業務実施要綱に基づいた業務が実施されたかについて、委託

業者から相談内容や指導内容が含まれた業務実施報告書を入手し、内容確認

するとともに、課内で共有し、次年度以降の業務に活用する必要があると考

える。 

 

 

C 4- 2 食品営業システム改修（食品衛生監視票変更）業務 

 

(1) 調定の概要 

令和6年9月の食品衛生法施行規則改正により監視指導項目が変更されたこ

とに伴うシステム改修 

 

ア 回答部署：生活衛生課 

イ 支出額：412,500円 

ウ 履行確認の方法：業務実施報告書を確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P78、79 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P25 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

委託した事業内容の確認について 

契約締結時に添付する仕様書には、「改修対象部分の操作方法についてマニ

ュアルを作成し、職員に研修を行うこと。」となっていたが、当該マニュアル

や研修の事実が確認できなかった。 

この点につき質問したところ、本改修においては操作方法等に変更がなか

ったため、マニュアルが不要であり、事前の打ち合わせで確認していたとの

ことであった。 
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本契約は、システム改修による一者随意契約であり、本来は、事前打ち合

わせ時に仕様書の記載内容についても打ち合わせを行い、不要な項目がある

場合には削除する必要があったと考える。 

 

 

C 4- 3 リアルタイムPCR保守点検業務（令和 6年度） 

 

(1) 調定の概要 

感染症の遺伝子検査に使用する機器の検査精度を維持するための点検・調

整 

 

ア 回答部署：生活衛生課 

イ 支出額：710,325円 

ウ 履行確認の方法：業務実施報告書を確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 6年度から 8年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

再委託を含めた実施体制の確認について 

リアルタイムPCR保守点検業務について、豊橋市は、対象機器の販売代理店

に委託しているが、実際の保守点検業務は、販売代理店を通して、対象機器

の製造業者が実施している。 

この点につき、製造業者との直接契約による支出削減の余地がないかを確

認したところ、保守点検は販売代理店を通じてのみ提供されるため、直接契

約はできないとのことであった。 

また、業務委託契約書第 4条（再委託の制限）には、「受託者は、業務の全
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部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、受託

者は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは業務の一部を第三者

に委託し、又は請け負わせることができる。」と定められているため、販売代

理店から製造業者への再委託について、豊橋市として承認しているか確認し

たところ、再委託の承認はしていないとのことであった。 

本来は、販売代理店への委託時に、再委託を含めた実施体制を確認し、再

委託申請・承認の手続きを行うべきであったと考える。 
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第 6章 業務フローに基づく監査の結果 

 

第 1 主な監査手続 

 

前述の支出データに基づく監査はサンプル抽出に基づいて監査対象を選定

しており、別途、現業を実施している部署について業務フローの観点からも

監査をした方がよいと判断した事業については、以下の主な監査手続を実施

した。 

 

1 業務フローを想定し、あらかじめ論点を抽出 

 

2 ヒアリングや資料の閲覧、関係法令等への準拠性の検証、内部管理文

書等の閲覧、証拠書類との突合等 

 

  



 

 173 / 187 

 

第 2 生活保護事業の業務フローに基づく監査の結果 

 

D 1- 1 生活保護事業の業務フローに基づいて、監査を実施した結果は、以

下のとおりである。 

 

監査の結果（意見） 

ア 一覧による家庭訪問調査の進捗状況確認について 

生活福祉課では、26名のケースワーカーが、定期的に家庭訪問調査を行

い、居住実態等を確認している。 

この点につき、各ケースワーカーの家庭訪問の進捗状況を、担当課として

どのように把握しているか確認したところ、生活保護受給世帯ごとの紙媒体

のファイル（ケースファイル）に保護決定調書やケース記録、収入申告書等

を保管し、この中で、定期訪問の状況も個別に管理しているとのことであっ

た。 

家庭訪問の調査対象世帯は2,208世帯数あり、属人的にならないよう、現状

の方法に加えて、担当課として調査の進捗状況を一覧的に把握することが望

ましいと考える。 

 

イ 訪問時の業務の標準化について 

生活福祉課では、26名のケースワーカーが、定期的に家庭訪問調査を行

い、居住実態等を確認している。 

この点につき、訪問時にどのような質問をしているか確認したところ、具

体的な質問表はないとのことであった。 

質問すべき項目は、生活保護の受給者ごとに異なるとは推測するが、ケー

スワーカーの経験年数等も様々であることを踏まえ、属人的にならないよ

う、訪問時に少なくとも質問・確認すべき項目は質問表等としてまとめ、業

務を標準化することも有用であると考える。 
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ウ 生活保護の不正受給の通報窓口について 

生活保護の不正受給について、不正受給が発覚した場合には、豊橋市は厳

格な対応を行っている。ただ、不正受給について、専用の通報窓口の有無を

確認したところ、担当課としての全般的な問い合わせ窓口はあるものの、専

用窓口はないとのことであった。 

この点につき、例えば、千葉市では、生活保護の不正受給についての窓口

をHPに設け、不正受給に関する情報をWEBでも受け付けている。 

（出典： 

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/hogo/huseijyukyutsuhou.html） 

豊橋市のHP上に専用窓口を設けること自体により、不正受給に対する牽制

効果や抑止力が期待できるため、検討が望ましいと考える。 

 

エ 課税調査について 

生活福祉課では、年に 1回、生活保護費の受給者の課税調査を行ってい

る。また、課税調査の調査対象世帯数は2,225世帯ある。 

また、調査方法を確認したところ、各ケースワーカーごとに、担当してい

る受給者の生活保護課税台帳調査書を印刷し、調査しているとのことであった。 

この点につき、万一、印刷もれがあった場合、調査も漏れてしまうこととなる。したが

って、印刷もれによる調査もれ等を防止するため、例えば、一括で当該調査書を印

刷し、各ケースワーカーに配布すること等の工夫も有用であると考える。 

 

オ 他法他施策について 

生活保護費は、生活保護法に基づき支給が行われるが、老人福祉法や児童

福祉法など別途の措置が行われる場合、生活保護費の支給については廃止さ

れる。また、重複支給とならないよう、他法他施策の有無について確認する

必要がある。 

この点につき、当該確認方法を質問したところ、各ケースワーカーが個別

に対応しているとのことであった。 
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重複支給の有無を確認すべき担当課は、以下のとおり多岐にまたがるた

め、各ケースワーカーが属人的に実施せず、例えば年 1回、各課のデータを

すり合わせる仕組みを構築することが有用であると考える。 

① 国保年金課 

② 長寿介護課 

③ 障害福祉課 

④ 生活福祉課  

⑤ 子育て支援課 

⑥ 健康増進課 

⑦ 学校教育課 

⑧ 保健給食課  
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カ 廃止後手続について 

就労等により、生活保護費の支給から外れ、自立できた者は、生活保護の

廃止後手続を行う必要がある。 

この点につき、廃止後手続の内容を確認したところ、手続きすべき担当課

は、以下のとおり多岐にまたがっていた。 

担当課 項目 手続期限 

国保年金課（ 1F） 国民保険加入・限度額認定の手続き 当月 

国保年金課（ 3F） 

（後期高齢者医療保険） 

後期高齢者医療保険加入・限度額認

定証・マル福受給者証の手続き 

当月 

国保年金課（ 1F） 国民年金減免申請 当月 

こども家庭課 子ども医療・母子医療 当月 

長寿介護課 居住費・食費の軽減の申請 

（特別養護老人ホーム、老人保健施

設、ショートステイ、療養型病院の

利用者） 

当月 

住宅課 市営住宅の家賃減免の申請 申請翌月

より 

学校教育課 就学援助を利用する場合 申請翌月

より 

障害福祉課 自立支援の書き換え・マル障受給者

証の手続き 

当月 

 手続期限が当月の場合も多く、手続きを行う市民の負担を軽くするため、

必要書類の様式の見直しや、書類の回付方法の見直しなどについて、検討の

余地があると考える。 
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キ 生活保護事務の効率化について 

社会福祉法第16条では、以下の通り、ケースワーカー 1人当たりの担当世

帯数は80世帯が標準とされている。 

社会福祉法 

（所員の定数） 

第十六条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数

は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるも

のとする。 

： 

二 市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であ

るときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた

数 

一方、豊橋市では、1人当たりの担当世帯数が84世帯と、法律の基準を超過

しており、職員の負担が過剰になっているのが現状である。 

また、こうした状況において、生活福祉課では業務改善ノミネート事例報

告シート等を用いて、業務効率化を検討している。 

ただ、生活福祉課が作成している「新任ケースワーカーのためのマニュア

ル」を確認したところ、ケースワーカーとして、次ページのとおり、様々な

業務を実施していた。 

特に、その他のサブ業務や、毎月行っている定例の通知の印刷・封入作業

など、外部委託が可能な業務はアウトソーシングによる効率化を図り、ケー

スワーカーとしての本来業務に集中するための環境整備が必要であると考え

る。 
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（生活保護グループ） 
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（自立相談グループ） 
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（その他のサブ業務） 

※ メインの業務の他に、課内の業務を分担 
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（行旅死亡人・墓地埋葬法にかかる対応（生活保護受給者以外）） 

※ 死亡者が 65 歳未満の場合に対応（65 歳以上は長寿介護課が対応） 

※ ケースワーカーのサブ担当で対応 
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第 3 総合老人ホームの業務フローに基づく監査の結果 

 

E 1- 1 総合老人ホームの業務フローに基づいて、監査を実施した結果は、

以下のとおりである。 

 

(1) 監査の結果（指摘） 

ア 介護報酬の請求漏れについて 

2024年 9月分として愛知県国民健康保険団体連合会に請求した内、「市町村

の認定変更が未決定」として返戻（保留）となっていた48,467円について、

翌月以降の請求処理が漏れていた。 

請求が可能な期間内に、再請求をする必要がある。 

 

イ 預り預金通帳の残高にかかる報告について 

豊橋市総合老人ホームつつじ荘では、「豊橋市総合老人ホームつつじ荘預り

金等管理規程」に基づき、入所者の預り金（預金を含む）の管理を行ってお

り、同規程 4条 2項には、「所長は、生活相談員が作成した残高調書を預金通

帳で確認した後、入所者又は家族若しくは身元引受人に、 3ケ月に 1回報告

する」ことが定められている。 

 当該規程に基づき、豊橋市総合老人ホームつつじ荘では、入所者から預か

った預金通帳がある場合、その残高及び入出金情報について、 3ケ月に 1

回、入所者又は家族若しくは身元引受人に、預り金明細書を添付して報告を

行っている。 

 サンプルで預り金明細書及び預金通帳を閲覧し、報告の適切性について確

認した。 

 結果、今回のサンプルとして抽出した預り金明細書において、入出金記録

の掲載漏れが発見された。本来は、報告月の月末日までの入出金情報を掲載

するところ、月末日以前に記帳を行った預金通帳をもとに預り金明細書を作

成したため、当該記帳日から報告月の月末日までの入出金記録の掲載が漏れ
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たものである。 

 預り金等については、豊橋市総合老人ホームつつじ荘において適正な管理

を行う義務があり、預金通帳の入出金情報の入所者又は家族若しくは身元引

受人への報告も当該管理の一環であるといえる。このため、入出金額の多寡

にかかわらず網羅的な報告が必要と考える。 

 

(2) 監査の結果（意見） 

介護報酬返戻の管理について 

監査の結果（指摘）アに記載のとおり、返戻となった介護報酬の再請求が

漏れていた。これは、返戻となった介護報酬の再請求が担当者の認識に依存

していたことによるものである。 

そのため、返戻等の再請求が必要な情報を一覧表により管理し、次月以降

の愛知県国民健康保険団体連合会への請求時に資料として添付するなど、請

求漏れがないように管理する方法を採用することが求められる。 
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第 7章 健康・医療・福祉事業で使用するシステムの管理体制の監査の結果 

 

第 1 主な監査手続 

 

健康・医療・福祉事業で使用するシステムの管理体制について、情報企画

課に対して、主にヒアリングや資料の閲覧等を実施した。 

 

 

第 2 健康・医療・福祉事業で使用するシステムの管理体制の監査の結果 

 

指摘及び意見はない。 
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第 8章 契約事務における不適正な事務処理についての監査の結果 

 

第 1 主な監査手続 

 

 包括外部監査を実施した期間中の令和 7年 9月26日に、豊橋市は「契約事

務における不適正な事務処理の公表」として、報道発表を行った。 

報道発表の内容は、本来、契約を締結するにあたっては、複数の事業者か

ら見積書を徴取し、豊橋市として決裁した後に契約する事業者を決定し、契

約締結すべきところ、事業者 1社に対して、他の事業者の見積書も提出する

よう依頼し、当該事業者が、 3社分の見積書を用意し、まとめて豊橋市に提

出させることで、外観的に見積合わせの体裁を整えていた事例が、令和 6年

度に、14部局31課で、971件あったというものである。 

このため、選定したテーマ「健康・医療・福祉事業の財務事務の執行及び

運営に係る管理について」に関連した事業においても、上記の不適正な事務

処理があったか、あった場合には、原因と今後の再発防止策等について、今

回の事例の調査を担当した契約検査課にヒアリングを行うとともに、調査資

料を確認した。 

 

 

第 2 契約事務における不適正な事務処理についての監査の結果 

 

契約事務における不適正な事務処理についての監査の結果は、以下のとお

りである。 

 

F 1- 1 契約事務の公正性 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

契約事務の公正性確保について 

 上記の監査手続を実施した結果、選定したテーマに関連した部署において
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も、不適正な事務処理があることを確認した。 

また原因としては、各部署が、見積合わせや一者随契等の随意契約に係る

規定の理解が不十分なまま、緊急性や特殊性を理由に、不適正な事務処理を

慣例化させていたためであった。 

不適正に見積合わせの体裁を整えることは、契約事務の公正性を損ねるこ

とになり、断じて行うべきではない。 

 今回の事例を受けて、豊橋市としても、次の再発防止策を講ずることとし

ている。 

(1) 緊急又は特殊な施工をする必要が生じた場合の契約手続きについて、

規定を明確に定める。 

(2) 見積合わせにおける事業者の選定、見積書の受領、発注等の事務手続

きについて、複数人でチェックする体制や仕組みを整備する。 

(3) 上記契約に係る規定や仕組みについて、庁内通知で周知を図るととも

に、正しい契約手続きが理解されるよう、全職員に対し研修を実施する。 

 上記の再発防止策につき、(1)の緊急性や特殊性については、例えば、空調

設備の故障の場合、速やかに当該設備を設置した事業者に修繕を依頼し、故

障を直すことは、利用する市民としても望ましく、一者随契による事務手続

きは合理的である。ただ、この場合に、担当部署として一者随契の事務手続

きの煩雑さはないか、安易に緊急性や特殊性が必要と判断することがないか

を考慮する必要があると考える。 

 また、(2)の複数人によるチェックや、(3)の研修については、見積書の受

け取り時に、正しい契約手続きを理解した担当者が、複数人で対応すること

により、今回のような事例を防止できると考える。 

加えて、例えば豊橋市のHP上に、不適正な契約事務についての専用窓口を

設けることにより、結果として牽制効果や抑止力も期待できるため、検討が

望ましいと考える。 

いずれにしても、豊橋市が講ずる再発防止策は、今後の同様な事例の防止

に効果が期待できるため、速やかに実行に移す必要があると考える。 
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※ 契約事務における不適正な事務処理について監査を実施した令和 7年10月

以降、報告書日現在において、豊橋市として再発防止策を実行している。 

 今後においても、複数人によるチェックや研修の定期的な実施など、再発

防止策の運用が適切に行われているかについて、継続的に事後検証を行う必

要があると考える。 

以 上 


